
 

 
 
 
 
 

地震等緊急時における 
応急復旧工事対応マニュアル 

令和８年５月改訂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全国管工事業協同組合連合会 
https://zenkanren.jp/ 

 



1 

改訂にあたって 
 
「地震等緊急時における応急復旧工事対応マニュアル」（以下「全管連マニュ

アル」）は、全管連が平成 21 年 6 月に当時の社団法人日本水道協会と締結した

「災害時における応急復旧活動の応援協力に関する覚書」および、同協会が改訂

を進めてきた「地震等緊急時対応の手引き」（以下「日水協手引き」）に合わせ、

地震等緊急時における応急復旧活動の一層の強化・充実を図るために改訂を重

ねてきたものです。 
公益社団法人日本水道協会（以下「日水協」）では、令和 6 年 1 月 1 日に発生

した能登半島地震で明らかになった「初動体制の迅速化」、「早期機能確保に向け

た応急活動の効率化」、「国等関係機関との連携強化」などの課題を踏まえ、令和

7 年 3 月に日水協手引きの改訂を行いました。 
一方、本会の会員組合の約 8 割は、地元水道事業体と協定を締結し、日頃から

応急給水や応急復旧の訓練を実施しています。地域の実情に応じた訓練を継続

することで、行政や地元住民との強固な協力体制を構築し、災害時の対応力を高

めています。 
令和 6 年能登半島地震では、本会の 117 会員組合が被災地に駆け付け、延べ

作業日数約 2,500 日、約 1 万 6 千人が応急復旧活動に従事しました。 
日水協手引きの改訂特別調査委員会およびその小委員会において、本会は被

災水道事業体に設置される水道給水対策本部の構成員として管工事組合を明記

するよう要望しました。しかし、日水協手引きは地方支部・都道府県支部等によ

る水道事業体間の相互応援のルールを定めたものであり、水道事業体と管工事

組合との具体的な応援・出動要請等については触れられていません。 
このような状況を踏まえ、全管連マニュアルの改訂における主なポイントは

以下のとおりです。 
（１）大規模広域災害時における応急復旧工事への対応強化 
（２）応援水道事業体が出動できない場合の水道事業体との調整事項および留

意点 
（３）応援派遣に関する協定・実施細目に関する資料の追加 
（４）費用負担に関する基本的な考え方の見直し 
（５）管工事組合が加入可能な法定外労働災害保険、傷害総合保険、賠償保険の

整理 
（６）被災地および近隣地域における宿泊施設の営業状況等に関する情報提供

（全旅連との協定締結） 
（７）宅地内配管の復旧 等 
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地震などの災害時においては、水道行政が国土交通省に移管された後、日水協

は国土交通省との連携を一層深め、水道事業体が一丸となって行う応援活動が

大きな役割を果たしています。全管連においても、国土交通省・日水協との情報

共有、全管連と会員組合との連携、さらには会員組合と水道事業体との連携が、

これまで以上に重要となっています。 
今後も引き続き、会員の皆様には、平常時から日水協手引きおよび全管連マニ

ュアルの意義と内容をご理解いただき、地元水道事業体との連携強化に努めて

いただくことで、いざという時に円滑な応急活動につながることを期待してお

ります。 
結びに、全管連マニュアルの改訂に当たり、日水協手引きの資料等をご提供い

ただいた日本水道協会、ならびに協定書に関する資料や助言をお寄せいただい

た会員各位に、深く感謝申し上げます。 
 
令和８年５月 
全国管工事業協同組合連合会 
会長 藤川幸造 
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第１章 日水協手引きの概要 

日水協手引きは、あくまで日水協の会員水道事業体等が平常時から行っておく

べき事項を踏まえた上で現実的相互応援に関するルールであり、一般行政部局

の災害対策まで立ち入るものではない（日水協手引き１頁）。 

日水協手引きから引用する図表番号は、「図〇－〇（日水協手引き〇頁）」とし、

そのままの図表番号を用いる。全管連マニュアルのオリジナル図表は、「図〇－

〇」のみ表記する。日水協手引きにおける資料・様式、研修

用パワーポイント（PPT）資料は、同協会のホームページに

て閲覧、印刷、ダウンロードすることができるので参照いた

だきたい。日本水道協会ホームページは以下のとおりであ

る。http://www.jwwa.or.jp/info/jishin_kunren_top.html 

 

1-1 日水協手引きの目的 

 日水協手引き（１頁）は、地震等緊急時において、日本水道協会、会員水道事

業者、水道用水供給事業者（以下「水道事業体」という。）等による相互応援の

仕組みと、これに関わる水道事業体の役割や応援活動の留意事項等を明確にす

ることにより、会員相互で行われる応急給水や応急復旧等の相互応援活動を迅

速かつ円滑に実施し、被災した水道事業体の給水を早期に確保することを目的

としている。 
 
1-2 日水協手引きの位置づけ 

被災地方公共団体からの応援要請は、その要請を受けた地方公共団体の職員

の派遣、資機材の調達、現地での応急活動、それらの費用の負担といった応援活

動の起点をなす重要な行為である。本来この応援要請は、災害対策基本法や地方

自治法等を根拠に｢長｣が｢長｣に対して行い、水道事業管理者は｢長｣の指示によ

り行動するという流れが基本ルールとなる。 
一方、多くの地方公共団体の実態として、水道事業に関する事務は地方公営企

業であるということから、水道事業管理者限りでその事業運営がなされている

場合がほとんどであり、また、日本水道協会の地方支部や都府県支部等を中心と

した日常的な連絡・連携体制を背景に、既に近隣の水道事業体同士が、相互応援

協定、19 大都市水道局災害相互応援覚書、日水協地方支部・県支部災害相互応

援協定などの自主的な協力体制を有している場合が多い。 
日水協手引きは応援要請における｢長｣と管理者の関係のような、それぞれの

地方公共団体内部の関係にまで立ち入るものではなく、｢実務者としての水道事

業体等が、平常時から行っておくべき事項を踏まえた上で現実的相互応援に関

するルール｣と位置づけている。  



8 

 
1-3 日水協手引きにおける情報連絡体制 

地震等緊急時（｢震度 5(弱)以上の地震｣又は｢その他の自然災害・事故等によ

り大規模な断水が発生した場合｣）において、被災水道事業体は、速やかに「水

道施設被害の有無」および「応援要請の有無」を被災都府県支部長等に連絡する。

水道施設被害が無い場合又は応援要請が無い場合もその旨を連絡する。 
情報連絡ルートの見直しとして、被災水道事業体は、「都道府県水道行政担当

部⇒地方整備局等⇒国土交通省水道事業課への連絡ルート」を追加し、「日本水

道協会の枠組みによる連絡ルート」のいずれにも情報連絡を行う。前者は主に施

設被害や断水、応急給水・復旧の対応状況を情報集約し、後者は主に相互応援の

要否確認と早期応援体制の確立を目的として情報集約するものである（様式は

同一のものを採用）（日水協手引き３頁 図 3-1 地震等緊急時における情報連絡

の流れ）。なお、令和７年３月改訂版より、先遣調査隊および現地調整隊の名称

を変更（先遣調査隊⇔現地調整隊）している。 

 
図 3-1 地震等緊急時における情報連絡の流れ 

（日水協手引き３頁、研修用 PPT８頁） 

地震等緊急時において、大規模な支援が必要であると判断される場合には、日
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本水道協会は被災地方支部長から意見を聞き、発災後速やかに「日本水道協会救

援本部」を設置する。日水協手引きにおける「情報連絡（初動）～応援体制の確

立まで 関係者の役割（概略）（研修用 PPT15 頁）」は次頁、用語の定義は以下

のとおりである。 
〈地震等緊急時〉 

次の事態が発生した場合のこと。 
・震度５（弱）以上の地震 
・その他の自然災害及び事故等により大規模な断水が発生した場合 

〈広域災害〉 
複数の市区町村が被災し、他の地方支部に応援要請を行う必要がある被害を

生じた災害 
〇被災 
〈被災水道事業体〉 

地震等緊急時が給水区域内で発生した水道事業体 
〈水道給水対策本部〉 
 被災水道事業体（本部長：水道事業管理者）に設置され、一般行政部局の災

害対策本部との情報連絡調整の窓口、応援水道事業体の応援活動に対する指揮

命令、応援水道事業体との職員派遣や資機材の調達等に関する調整を行う、現

地の統括機関。 
〈受援水道事業体〉 
  地震等緊急時において他の水道事業体に対し応援要請をし、応援を受けた

水道事業体。 
〈被災都府県支部（長）等〉 
  地震等緊急時が支部区域・地区内で発生した都府県支部（長）・地区協議会

（区長） 
〈先遣調査隊（R7.3 改訂版より名称変更（旧）現地調整隊⇒（新）先遣調査隊）〉

（日水協手引き５頁） 
震度６（強）以上の地震が発生した場合、被災都道府県支部長等から派遣さ

れる調査隊。震度６（弱）以下の地震又はその他の災害等については、被災水

道事業体と協議の上決定する。被災水道事業体における被害状況を早期に調

査・把握するとともに、応援要請の決定及び応援受入体制の確立が速やかに行

われるように各種調整活動を担う。 
〈被災地方支部（長）〉 

地震等緊急時が支部区域内で発生した地方支部（長） 
〇日本水道協会 
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〈日本水道協会救援本部〉 
地震等緊急時において、大規模な支援が必要と判断される場合に、被災地

方支部長から意見を聞き、発災後速やかに日本水道協会に設置される機関。

被災情報の集約や応援活動に係る調整、国・関係団体等との連絡調整等の役

割を担う。 
〈現地調整隊（R7.3 改訂版より名称変更（旧）先遣調査隊⇒（新）現地調整隊）〉

（日水協手引き７頁） 
震度６（強）以上の地震又はその他災害・事故等において、日本水道協会

救援本部長が必要と判断した場合、日本水道協会救援本部から被災水道事業

体へ派遣される調査隊（救援本部からの派遣が困難な場合は、地方支部長に

依頼）。早期に災害発生区域における水道の被害状況を収集・把握し、関係者

との情報共有を図ることにより、その後の円滑な応援体制の確立に寄与する

ための役割を担う。 
〈広域調整隊〉（日水協手引き８頁） 

地震等緊急時において、大規模な応援活動が必要になると日本水道協会救

援本部長が判断した場合、被災地における広域的な応援体制を確立し、その活

動を補助・調整するため、日本水道協会救援本部から広域的な連絡調整が行え

る場所（例：被災地方支部長都市又は被災都府県支部長等都市など）に派遣さ

れる調整隊。 
○国土交通省 
〈国土交通省リエゾン〉 

国土交通省から派遣される災害対策現地情報連絡員。災害が発生または発生

のおそれがある地方公共団体に対し、各地方整備局等からいち早く派遣され、

地方公共団体に対し国土交通省が持つ災害情報の提供、助言を行うとともに、

TEC-FORCE や災害対策用機械等の派遣調整を行うなどの役割を担う。 
〈TEC-FORCE（Technical Emergency Control Force）緊急災害対策派遣隊〉 

災害時に、被害状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早

期復旧などに取り組み、地方公共団体を支援する。 
○関係団体 
〈日本水道工業団体連合会（水団連）〉 
  上水道・工業用水道・下水道の各事業に技術と製品、ノウハウを提供する企

業の活動を側面から支援している団体。 
〈全国管工事業協同組合連合会（全管連）（日水協手引き５・43・71 頁）〉 
〇応援 
〈応援地方支部（長）〉 

日本水道協会救援本部から応援要請を受けた地方支部（長） 
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〈応援都府県支部（長）等〉 
所属する地方支部長から応援要請を受けた都道府県支部（長）等 

〈応援水道事業体〉 
所属する都府県支部長から応援要請を受けた水道事業体 

〈幹事応援水道事業体〉 
  複数の応援水道事業体により応援体制が編成される場合、水道給水対策本

部（被災水道事業体）と応援水道事業体との連絡調整を効率的に行うため、応

急給水隊及び応急復旧隊それぞれに置かれ、水道給水対策本部との連絡調整

の窓口や各隊の応援水道事業体へ指示等を行う応援水道事業体。 
 
1-4 日水協手引きにおける応援要請 

日水協手引き（10 頁）では以下のように、地震等緊急時において、被災地方

公共団体からの応援要請は応援活動の起点となる重要な行為であり、被災水道

事業は、日水協手引きの枠組みに基づき、水道水の早期確保に向けて、時期を逸

することなく応援要請を行うことが必要である。応援要請に当たっては、地方支

部、都府県支部等の枠組みによる要請が原則となり、地方支部長、都府県支部長

等がその中心的な役割を担うとしている。 
(1)応援の種類 

  ・応急給水活動（給水車の派遣等） 
  ・応急復旧活動（応急復旧に従事する職員の派遣等） 
  ・技術的支援（施設の復旧等に関わる技術的助言に関する支援等） 
  ・応急給水・応急復旧に必要な物資・資機材等の提供 
  ・その他必要な事項 

(2)要請の方法 
応援の要請は、情報連絡体制と同様、地方支部および都府県支部等の枠組みに

よる要請を原則とし、書面により行われる（日水協手引き資料１、様式２、様式

５）。地震等緊急時における応援要請の流れは、次頁の図 4-1 のとおりとなって

いる。 
(3)非会員からの要請 
都道府県等の行政機関からの要請があった場合には、日水協会員以外の水道

事業体に対しても、会員と同様に応援活動を行う。 
(4)水道事業体以外からの要請 
日水協手引きの枠組みは会員相互の応援活動であるため、応援要請の起点は

被災水道事業体とされている。このため、日本水道協会救援本部、地方支部長、

都府県支部長等に対し、個別の民間施設等から直接給水の依頼等があった際は、

必要に応じ、速やかに被災水道事業体に情報提供する。 
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図 4-1 地震等緊急時における応援要請の流れ（日水協手引き 11 頁） 

 
(5)応援準備態勢 
被災都府県支部等内の水道事業体は、発災後直ちに震度等に応じた応援準備

態勢を整える（日水協手引き 13 頁 表 4-1 応援準備態勢の段階区分）。 

 
表 4-1 応援準備態勢の段階区分（日水協手引き 13 頁、研修用 PPT12 頁） 
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(6)応援先の決定（複数の地方支部による応援の場合） 
日本水道協会救援本部は、被災規模、被災地との距離、交通網等を総合的に

判断の上、原則として隣接する地方支部から順次応援を要請する。 
(7)応援隊の出動 
応援隊は、原則として所属する都府県支部長等からの要請に基づいて出動す

ることとし、出動車両（給水車等）および応急復旧班については、書面により

都府県支部長等に連絡を行う（日水協手引き資料１、様式６、様式７）。 
 

1-5 日水協手引きにおける水道給水対策本部の設置 

水道給水対策本部は被災水道事業体に設置され、各自治体の災害対策本部等

との情報連絡調整、応援水道事業体の応援活動に対する指揮命令、応援水道事業

体の後方部隊との職員派遣や資機材の調達等に関する調整を行う現地の統括部

署として位置付けられる。 
(1)水道給水対策本部の組織 

日水協手引き 17頁では、水道給水対策本部の組織は次のように記述されてい

る。被災水道事業体は、発災後、水道の早期復旧を目的として、水道給水対策本

部を設置する。被害が甚大で、大規模な応援が必要である場合等には、被災水道

事業体の判断により、被災水道事業体を中心として、日本水道協会、被災地方支

部長および被災都府県支部長等によって構成されることも想定される。この場

合、必要に応じて国土交通省、都道府県水道行政担当部や応援要請を受けた他の

地方支部長が参画することもある。 

なお、被災水道事業体、水道給水対策本部を構成する関係機関（日本水道協会、

被災地方支部長、被災都府県支部長等）および応援隊（応急給水隊、応急復旧隊）

は、互いに情報共有を図り協調して活動を行う。 

なお、本会では、日水協手引きの改訂特別調査委員会とその小委員会において、

管工事組合の災害対策本部を被災水道事業体に設置する水道給水対策本部（本

マニュアル 15、16頁）の構成員に明記するよう要望したが、日水協およびその

会員水道事業者等による相互応援の仕組みという手引きの性格上、日水協手引

きに管工事組合の災害対策本部は明記されていない。平常時の訓練等において、

水道事業体と情報を共有し、協力要請があった場合は、応急給水活動や水道施設

の被害状況の調査・応急復旧工事を速やかに実施することが必要である。 

水道給水対策本部の組織例（日水協手引き 21頁 図 5-2）は次頁のとおりであ

る。日水協手引き様式 10「水道給水対策本部の（設置・変更）について」参照。 
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図 5-2 水道給水対策本部の組織例（幹事応援水道事業体を設置する場合） 

（日水協手引き 21頁、研修用 PPT14頁） 

 

(2)幹事応援水道事業体 

 複数の応援水道事業体により応援体制が編成される場合、水道給水対策本部

（被災水道事業体）と応援水道事業体との連絡調整を効率的に行うため、応急給

水隊及び応急復旧隊それぞれに幹事応援水道事業体を設置する。 

 

1-6 日水協手引きにおける広域災害時における応援体制 

令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、複数の市(区)町村が広範囲に被災し、

水道施設が甚大な被害を受けた場合（広域災害）には、被災地域をエリア分け

し、「地域別応急給水・応急復旧パッケージ支援」を実施する（日水協手引き 23
頁 図 6-1。次頁参照）。  
この地域別パッケージ支援は、一定地域を区切って応援地方支部を割り当て、

幹事応援水道事業体が担当地域における応急給水から復旧までを一体的に統括

することで、施設の早期復旧とそれに追随した機動的な給水活動が可能になる。  
また、地域別パッケージ支援の実施に当たっては、応援地方支部間の連携を図

るため、総合調整拠点としての現地対策本部を設置するとともに、当該本部にお

いて定期的に隊長間会議を開催することで、担当地域の進捗状況や課題を共有

しつつ、全体調整を図る。 
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図 6-1 能登半島地震における応急給水・応急復旧パッケージ支援 

（日水協手引き 23頁、研修用 PPT34頁） 

(1）現地対策本部 

 日本水道協会救援本部は、複数の地方支部による大規模な応援体制（地域別応

急給水・応急復旧パッケージ支援）を円滑かつ効率的に行うため、原則として、

総合調整拠点としての現地対策本部を設置する。 

 現地対策本部の構成員は原則として次の者とし、必要に応じて構成員を変更

することもできるとしている。他都市から出動する応援組合の応急復旧活動の

準備を促すため、被災組合が設置する災害対策本部の本部長等が被災水道事業

体の現地対策本部の構成員となるよう、水道事業体と平常時から調整すること

が必要である。 

・被災地方支部長都市 

・被災都府県支部長都市等 

・応援地方支部（幹事応援水道事業体） 

・日本水道協会広域調整隊 

(2)隊長間会議 

 各担当地域の復旧進捗状況や課題を共有しつつ、活動の全体調整を図るため、

各応援地方支部の幹事応援水道事業体、日本水道協会広域調整隊および被災都

府県支部長で構成する隊長間会議を定期的に開催する。 

(3)国・都道府県等の連携 

 大規模災害の現場においては、水道固有の課題はもとより、まちの復旧・復興

と連動した水道復旧や被災者ニーズに沿った応急活動が求められる。このため、

日本水道協会広域調整隊は、国（国土交通省リエゾン、TEC-FORCE）や都道府県

水道行政担当部等と連携しながら、復旧の加速化に向け、調整を図る。 
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1-7 日水協手引きにおける費用負担の基本的な考え方 

日水協手引き（26 頁）によると、水道事業体の財源は「受益者負担」の原則

により徴収される水道料金であることから、地震等緊急時に他の水道事業体に

対して応援を行った場合の費用負担は、応援水道事業体の水道の使用者である

受益者の利益を損なわないものとすべきである。したがって、応援水道事業体が

応援を行うに当たり特別に費用を要した場合には、その費用は受援水道事業体

の負担とすると整理されている。日水協手引き様式 12 災害時の応急復旧費用に

関する負担協定、様式 13 請求書・費用内訳（応急復旧）参照。 
(1)応急給水・応急復旧における費用負担 

費用の負担区分は日水協手引き 28 頁 表 7-1（次頁）のとおりで、各費用科目

に関する負担の基本的な考え方は次のとおりとなっている。 
①材料費 
応急復旧に使用する材料の調達等に要する費用は、全て受援水道事業体の負

担とする。 
②工事請負費 
応急復旧に従事した工事事業者に支払う工事請負費は、受援水道事業体の負

担とする。なお、工事請負費の算定に当たっては、地理的要件、気候的要件に加

え、作業の困難度および効率性に影響を与える諸要件（工事の規模、所要日数等）

等を十分に考慮しながら、実情に応じて適正に行うものとする。 
③委託費 
応援活動に当たり、漏水調査業務や応急給水等で民間業者を随行させた場合

に支払う委託費は、受援水道事業体の負担とする。 
④車両、機材等の費用 
応援に要した車両、機材等の燃料費、修理費、賃借料は、受援水道事業体の負

担とする（機材や物資を輸送するため車両を賃借した場合も含む）。また、寒冷

地等被災地の地理的要件、気候的要件によって応援活動を行うに当たり、特別に

必要となる装備等に係る費用についても、原則として受援水道事業体の負担と

する。 
⑤滞在費用 
応援職員の被災都市等での宿泊や食料に係る経費は受援水道事業体の負担と

し、それを補完する目的で応援職員が携行する食料や生活用品等については、応

援水道事業体の負担とする。 
⑥その他事務費等 
応援に要する消耗品の購入費や関連経費は、受援水道事業体の負担とする。 

⑦補償関係費用 
応援職員の被災補償費は出張中の公務災害補償に係るものであり、応援水道
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事業体の負担となるが、応援職員の傷病に対する応急的な処置に係る費用につ

いては、受援水道事業体の負担とする。 
また、第三者に損害を与えた場合の補償金は、応援作業中のものは受援水道事

業体が負担し、受援水道事業体への往復途上のものについては応援水道事業体

が負担とする。 
⑧その他留意事項 
応援水道事業体が応援を行うに当たり特別に費用を要した場合には、その費

用は受援水道事業体の負担とするのが基本であるが、その費用について、応援水

道事業体は応援を行うに当たり必要最小限となるよう配慮する必要がある。  
また、地震等緊急時対応は様々な要因に左右されるものであるため、基本的な

考え方によらない処理が必要となる場合がある。その際の費用負担は、応援水道

事業体及び受援水道事業体の協議により決定するものとする。  

 
表 7-1 費用の負担区分一覧 

（日水協手引き 28頁、研修用 PPT17頁） 
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(2)派遣のキャンセル費用等の取り扱い 

現地における応援隊の作業待機や派遣の取りやめに伴って費用（旅券・宿泊施

設のキャンセル料等）が発生し、当該待機又は取りやめが受援水道事業体の指示

によるものである場合、その費用については受援水道事業体が負担する。 
(3)応急復旧に係る経費の精算 
応急復旧に係る費用精算の手続きについては、通常、日水協手引き 図 7-3 の

とおりとなる。 
応急復旧に関する工事について経費負担の根拠となる協定を締結し（既存の

協定に負担区分が定められている場合、新たな協定の締結は不要）、応援水道事

業体は費用負担区分に沿って受援水道事業体へ費用を請求する（様式 12、13 （日

水協手引き参照））。 

 
図 7-3 応急復旧に係る費用精算の手続き 

（日水協手引き 32 頁） 
 
1-8 日水協手引きにおける労働災害等の基本的な考え方 

日水協手引き（37 頁）では、応援活動に従事する際、被災地の現場では、地

盤が緩んでいる等通常の作業とは諸条件が異なることから、土石流、土砂崩壊、

重機などの労働災害や公衆災害が懸念されるところである。このため、作業に従

事する水道事業体の職員や工事事業者の従業員は、的確な指揮命令系統の構築

及び日々の危険予知活動等によりこれらの災害発生リスクに備えておく必要が

ある。 
しかしながら、万が一こうした労働災害等が発生した場合には、復旧の遅延を

はじめ財産の損失、事業中断、人的損失又は賠償責任等、水道事業体及び工事事

業者は企業体として大きな損害を受けることとなり、結果として、「刑事上の責

任」、「民事上の責任」、「行政上の責任」及び「社会的（道徳的）責任」等の責任
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を負うことになる。 
したがって、水道事業体及び工事事業者はこれらの損害に対して迅速かつ適

切に対応する必要があり、また、事前にこれらの損害を軽減できるような措置

（各種保険への加入等）をとっておく必要がある。 
〇工事事業者 
応援作業中の労働災害については、労働者災害補償保険法の範囲内において

補償の適用を受けることができる。なお、建設業の場合、元請負人が下請負人の

労働者の分まで労災保険に加入しなければならない（強制加入）。この場合、実

務的には元請負人から「労災保険加入証明書」等を提出させることが必要となる

（提出がない場合は、作業等を行わせない）。 
また、政府管掌の労災保険でカバーしきれない部分については、想定されるリ

スクに応じて民間の損害保険会社の保険（法定外補償条項、使用者賠償責任条項

等が入っている保険等）を利用することが望ましい。 
〇第三者に対する損害賠償の取り扱い 

応援作業中に生じた事故等により第三者に損害を与えた場合は、原則として

受援水道事業体が負担する。ただし、受援水道事業体の負担に関しては、「使用

者責任」（民法第 715 条）に根拠を置くため、応援作業は、受援水道事業体の指

示に基づいて行っていることを明確にしておく必要がある。 
なお、受援水道事業体への往復途上で生じたものは、応援水道事業体が負担す

る。 
〇その他の事故等の取り扱い 

被災地における応援作業の着手後は、応援水道事業体の機器、工具の修繕等に

関する費用は、原則として受援水道事業体の負担とすることが適当である。 
なお、受援水道事業体への往復途上で生じたものは、応援水道事業体が負担す

る。 
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第２章 全管連マニュアルの概要 

 

 地震等の大規模な広域災害時において、被災した水道事業体が給水を早期に

確保するため、日水協手引きによる応急給水・応急復旧等の相互応援が行われる。

全管連マニュアルは、会員組合が日水協の水道事業体との協定に基づき応援協

力を迅速かつ円滑に実施することを目的としている。 

被災地においては、被災水道事業体からの応援要請による地元組合の応急活

動が中心となる。また、被災地外から応援に赴く組合は、応援水道事業体からの

出動要請に基づき同行することが基本となる。水道事業体の応急復旧活動等に

ついては、日本水道協会の地震等緊急時対応の手引き（令和７年３月改訂）によ

ることとなるため、全管連マニュアルも日水協手引きを前提として、同手引きの

必要箇所を引用しつつ、全管連会員および組合員（工事業者）として取り組むべ

き例を記載してある。全管連マニュアルの内容については、網羅的に事例として

示したもので、各会員組合が地元水道事業体と締結している協定等や地域の実

情に即して応用していただきたい。 

 

2-1 情報連絡体制 

地震等緊急時においては、都道府県支部および支部内の組合等は、速やかな情

報連絡を行うことが必要となる。迅速かつ円滑な情報連絡を図るため、平常時か

ら水道事業体との連絡体制と合わせて会員組合における情報連絡体制を確立し

ておくことが重要である。 
 

2-1-1 全管連救援対策本部、組合災害対策本部と情報連絡体制 

日水協手引きの情報連絡の流れを踏まえ、全管連会員組合においては、あらか

じめ地元水道事業体等と地震等緊急時における協定を締結し、情報連絡体制を

確立しておくことが重要である。水道事業体と組合との協定とそれに基づく系

統図の例を資料４（札幌市管工事業協同組合）、資料９（神奈川県管工事業協同

組合）に示す。全管連では、応急復旧に関する対応について一体的かつ有機的な

体制が確立できるよう、日本水道協会との間で「災害時における応急復旧活動の

応援協力に関する覚書」を平成 21 年６月に締結した（資料１）。この覚書をよ

り実効あるものとするため、平常時より全管連に災害対策委員会委員が選任さ

れている。 
全管連では、地震等緊急時情報連絡体制（必要に応じて都道府県支部間、ブロ

ック間の情報連絡等を含む）に基づき、日本水道協会救援本部および国土交通省

水道事業課からの情報連絡について、知り得た情報、あるいは被災地の会員組合

や応援水道事業体に同行する会員組合からの情報を本会ホームページの「地震
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等緊急時対応復旧工事対応マニュアル」のコンテンツ内に一元管理し、情報を同

時に共有する。 

 
 全管連 地震等緊急時情報連絡体制 

 
(1)全管連救援対策本部 

全管連では、日本水道協会救援本部の設置を受けて、大規模な応援活動（日水

協の複数の地方支部による応援等）が必要になると判断される場合、速やかに全

管連救援対策本部を事務局内に設置する。なお、東京が被災地となり救援対策本

部を全管連事務局内に設置できない場合は、都道府県支部と調整のうえ、会長の

指示により都道府県支部内に設置する。 
 全管連救援対策本部の構成および主な業務・役割は、原則として以下のとおり

とする。 
〇構成 
 救援対策本部の構成員は原則として次の者とし、必要に応じて会長が構成員

を変更することができる（175 頁参照）。 
 会長、総務部会（副会長）、技術部会（副会長）、災害対策委員長、専務理事 
〇主な業務、役割 
・被災地の状況把握 
・日本水道協会救援本部および国土交通省水道事業課との情報の共有、都道府
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県支部への応急復旧応援体制に関する情報提供 
・要請に基づく応援活動の把握、確認 
・国、関係機関、全管連都道府県支部（情報連絡・調整のための都道府県ごと

の組織）、全管連ブロック（都道府県支部の広域化に対応するための地方連

絡協議会）、全管連「災害時における復旧活動の応援協力に係る覚書」締結

団体・企業との連絡、調整 
・応援活動状況の整理、集計 
・その他必要な事項 

(2)被災組合の災害対策本部 

各管工事組合では、自らが被災した場合に備え、組合員の安否確認および参集

可能な組合員を把握する連絡体制を整備しておく。通信手段や幹線道路の寸断

により、組合員事務所の被災状況や安否確認が困難な場合は、組合理事・職員を

派遣するなどして情報を収集する。 
なお、熊本地震では、ソーシャルネットワークサービス（ＳＮＳ）による連絡

体制が非常に有効だったとの報告がある。 
理事長は風水害および地震等により大規模な災害が発生し、水道施設に相当

な被害が生じたと想定される場合、組合に「災害対策本部」を設置し、上記連絡

体制を発動させるとともに、地元水道事業体と連携して情報収集および応急対

策諸活動を組織的に進める（詳細は災害対策本部設置フロー等（46 頁）を参照）。 
併せて、収集した情報を全管連都道府県支部に提供する。収集した情報を都道

府県支部へ提供する。全管連支部は、全管連と情報を共有するとともに近隣支部

と連絡を取り合うこととする。 
 
2-1-2 組合への応援要請 

  複数の日水協地方支部による応援の場合、日水協手引き（14 頁）による応援

要請は、原則として隣接する地方支部から順次応援を要請する。応援隊は、原則

として所属する都府県支部長等からの要請に基づいて出動する。 
特に、日水協地方支部内の都府県支部長等が所在する都市の地元組合（全管連

都道府県支部）は、応援準備態勢の段階区分（日水協手引き 13 頁。本マニュア

ル 13 頁参照）に応じて、支部内の被災状況を把握するとともに当該水道事業体

から早期に情報を収集し、支部内の各組合に情報を伝達する。 
地元組合において、応援の可能性がある場合には地元水道事業体との調整を早

期に行い、要請に基づき速やかに出動できるように準備態勢を整える。 
また、全管連都道府県支部においては、これらの情報（日水協手引きによらな

い水道事業体や日水協県支部の相互応援協定などの自主的な出動要請も含む）を

全管連救援対策本部に速やかに報告するように努める。 
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全管連では日本水道協会との覚書に基づき、日水協会員相互間で行う応急復旧

活動について、友愛的な精神に基づき全面的に協力する。日本水道協会救援本部

では、被災地方支部長から得た被害情報を取りまとめ、他の地方支部長および関

係各省（国土交通省水道事業課、総務省等）、関係団体（全管連、水団連）へ連絡

することとなっている。 
全管連救援対策本部は、応援活動に必要な情報を収集し、都道府県支部に情報

を提供するように努める。 
 

2-1-3 組合災害対策本部による情報収集 

水道事業体の水道給水対策本部では、応急給水および応急復旧に関する指揮

を行い、応援水道事業体が編成した応急給水隊・応急復旧隊の配備を進める。 
一方、組合災害対策本部は、通常は水道給水対策本部の構成員に含まれないた

め、同本部と情報を共有し、協力要請があった場合には、応急給水活動や水道施

設の被害状況の調査、応急復旧工事を速やかに実施する。 
そのため、組合としても担当役員等を水道給水対策本部に派遣し、情報収集や

組合の対応状況報告を行うことが望ましい。 
また、円滑な連携を図るため、災害時の応急復旧活動に関する協定書や実施細

目に、これらの事項を明確に規定しておくことが望ましい（資料４～16 参照）。 
 
2-2 費用負担の基本的な考え方 

応援に赴いた組合への費用の支払いは、応援水道事業体と組合の協議により

決定される。日水協手引き（28 頁）の費用の負担区分一覧（本マニュアル 18 頁）

や日水協手引き 様式 13 請求書・費用内訳（応援復旧）に基づき、全管連では

応急復旧工事に係る「工事請負費」標準（例）を表１のとおりとしている。これ

は、応援水道事業体からの出動要請により、水道事業体職員が連絡員、記録者と

して同行し、組合が具体的な作業分担を行った場合に適用する。実費を上回る場

合は、必ず水道事業体と協議する。 
工事請負費を水道事業体に請求する際には、様式４『災害復旧支援「工事請負

費」総括明細書』（本マニュアル 170 頁）を利用されたい。 
応援水道事業体が出動できず、管工事組合のみで応援に行く事態は極力避け

る必要がある。しかし止むを得ない事情でそのような状況になった場合には、地

元水道事業体と締結した費用支払いに関する取り扱いを被災水道事業体に提示

し、追加支払いが行われるべきである。 
令和６年度能登半島地震では、応援水道事業体が出動できず、被災水道事業体

の指揮のもと、組合の応急復旧隊のみで復旧作業（写真撮影、報告書作成を含む）

を実施した事例（８組合）があった。応援水道事業体が出動できない場合の、管
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工事組合と被災水道事業体との協定等に基づく応急復旧費用の精算方法が明確

でなかったこと、また被災水道事業体の職員不足等により精算に期間を要した

事例（3～4 月 11 組合、5～6 月４組合）も確認されている。 
円滑な連携を図るため、災害時の応急復旧活動に関する協定書や実施細目（緊

急連絡網等の提出、緊急通行車両の取り扱い、資機材の扱い、費用負担・請求お

よび支払、第三者損害の取り扱い、従事者の補償等）に、これらの事項を今後明

確に規定することが望ましい（資料 10、資料 11（石川県連）参照）。 
応援水道事業体が出動できず、応援組合の応急復旧隊のみで応急復旧工事（写

真撮影、報告書作成等を含む）を行う場合には、当該費用をどのように加算する

かなど、平常時からの調整が重要である。 
応援水道事業体の出動により応急復旧活動が行われることを前提に、東京都

水道局の「応援派遣に係る水道施設等の応急措置の協力に関する協定」（資料７）

を参考に協定等を締結する。 
また、日水協富山県支部では、支部長都市である富山市および本会富山県連と

の協議により、出動できない応援事業体に代わり、県内支部の別の応援事業体が

出動できる柔軟な運用で応援復旧に臨むことが合意されている。全管連都道府

県支部においても、日水協都道府県支部等との連携強化が望まれる。なお、日水

協富山県支部では、応援水道事業体が被災水道事業体の費用を立て替えて支払

う運用も行われている。 
 
       表１ 「工事請負費」標準（例）       全管連作成 
１．滞在費用 

①食料費（弁当等） 

 

 

②宿泊費 

 

③駐車場代 

 

①食料費（現物支給を除く） 

・１日１人当たりの実費。 

１日当りの回数、宿泊費（食事の有無）などの条件

により様々な金額があり、水道事業体と調整が必要

となる。 

②宿泊費 

・一泊当たりの実費。 

宿泊施設・食事などの条件により様々な金額があ

り、水道事業体と調整が必要となる。 

③駐車場代 

・実費。 

２．補償関係費用 

①傷害保険加入費用 

 

 

・10,000円/人または実費とする。 

１名あたりの保険金額は以下を想定する。 
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②第三者損害賠償保険

等 

 

  死亡・後遺障害 50,000千円 

  入院日額      10千円 

  通院日額       5千円 

・実費とする。 

１事故あたりの保険金額は以下を想定する。 

  身体賠償     50,000千円 

  財物補償     10,000千円 

３．旅費交通費 

①交通費 

（公共交通機関） 

②運搬費（車両） 

 

①交通費（往復） 

・飛行機、フェリー等の実費 

②運搬費（往復） 

・燃料費の実費 

４．人件費 

①特殊作業員 

 

 

②土木一般世話役 

 

 

③諸手当 

 

①特殊作業員 

・応援組合の存する都道府県における公共工事設

計労務単価 

②土木一般世話役 

・応援組合が存する都道府県における公共工事設

計労務単価 

③諸手当 

・労務単価のみで諸手当・経費を請求しない場合な

ど、条件により金額が変わるため、水道事業体と

の調整が必要となる。 

５．車両、機材等の費用 

①燃料費 

②車両、資機材損料 

 

 

 

 

 

③修理費 

 

④輸送料 

 

⑤寒冷地等に必要な装

  

①燃料費（ガソリン、軽油） 

②損料 

・所有 

物価版・積算資料の建設機械損料表による。 

または 

・レンタル 

 実費とする。 

③修理費 

 実費とする。 

④輸送料 

 実費とする。 

⑤寒冷地等に必要な装備等 
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備等  スタッドレスタイヤ等の賃借料等の実費とする。 

６．現場管理費 

 

 

 

 

国土交通省「水道施設整備費に係る歩掛表（令和８

年度）」工種区分：開削工事および小口径推進工事

等、対象額：1,000万円以下 

対象純工事費×〈（現場管理費率標準値 38.21％×補

正係数（施工地域））＋補正値（施工時期）〉 

７．一般管理費等 国土交通省「水道施設整備費に係る歩掛表（令和８

年度）」 

工事原価×一般管理費等率 24.75％ (≒23.57％（工

事原価：500万円以下）×1.05（前払金支出割合区

分 0％補正係数）) 

 

2-3 労働災害等の基本的な考え方 

 災害時の応急復旧工事では、水道復旧工事に限らず多様な工事が進むため、作

業が輻輳し、労働災害や事故の防止に特別な配慮が求められる。被災地における

応急復旧工事においても、平常時と同等の安全衛生水準を確保しつつ、受援・応

援水道事業体等と緊密に連携し、労働災害防止活動の強化を図る必要がある。 
応援作業にあたっては、受援・応援水道事業体の指示に基づいて作業を行って

いることを明確にするとともに、一刻も早い通水、給水が求められる状況であっ

ても、労働災害や事故につながるおそれのある工事を行ってはならない。 
想定されるリスクへの備えとして、管工事組合では、保険を利用する際の注意

点について、本会の引受保険会社である損害保険ジャパン株式会社の商品を例

に説明する。平常時から、各組合で取引のある保険会社または取扱代理店と相談

しておくことが望ましい。 
(1)労働災害の取り扱い 
日水協手引き（37 頁）において、応援作業中の工事事業者の労働災害につい

ては、労働者災害補償保険法の範囲内において補償の適用を受けることができ

る。 
なお、建設業の場合、元請負人が下請負人の労働者の分まで労災保険に加入し

なければならない（強制加入）。この場合、実務的には元請負人から「労災保険

加入証明書」等を提出させることが必要となる（提出がない場合は、作業等を行

わせない）。 
また、政府管掌の労災保険でカバーしきれない部分については、想定されるリ

スクに応じて、民間の損害保険会社が提供する法定外補償条項や使用者賠償責

任条項等が入っている保険を利用することが望ましいとしている。 
管工事組合の応急復旧隊（班）として出動する組合員において、無記名式で加
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入企業の全従業員および現場に携わる全下請人をカバーし、被災地での二次災

害に対応する天災危険補償特約がセットでき、全管連のスケールメリットによ

る団体割引が適用された低廉な保険料水準となっている全管連の「法定外労働

災害補償制度」への加入を推奨する。 
法定外労働災害保険（元請が管工事組合、下請が会員工事会社の場合） 

（凡例）〇：給付・補償対象となる可能性、△：オプション、×：対象外 

 事故の状況 

政府 

労災保険

※１ 

法定外労災

（全管連、団

体契約）※１ 

汎用商品 

（年間包括また

はスポット） 

※１ 

１．作業中 ①業務上の疾病等 〇 〇 〇 

②余震等による疾病

等 

（例えば勤務中に地

震があった場合） 

〇 

△ 

天災危険補償

特約に加入の

場合、補償対象

の可能性 

〇 

２．通勤 

（被災地へ

の往復） 

①通勤による疾病等 
〇 〇 〇 

②余震等による疾病

等 

（例えば通勤中に地

震にあった場合） 

〇 

△ 

天災危険補償

特約に加入の

場合、補償対象

の可能性 

〇 

３．その他 

（作業・通勤 

以外） 

宿泊ホテルにおける

余震等による疾病等 

（積極的な私用・私的

行為・恣意的行為は除

く） 

〇 

△ 

天災危険補償

特約に加入の

場合、補償対象

の可能性 

〇 

４．使用者賠

償責任 
使用者賠償責任に起

因して組合などが負

担する損害賠償責任 

― × 

△ 

特約に加入の場

合、補償対象の

可能性 

※１ 管工事組合自体が建設業許可を取得している必要。許可が無の場合は不可×。 

さらに、政府管掌の労災保険の認定を待たずに保険金を受け取ることがで

き、天災危険や脳・精神疾患に関わる補償が自動セットされ、オプションで使
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用者賠償責任に備える補償もセット可能な全管連の「傷害総合補償制度」も、

応援作業に安心して従事できることから、併せて推奨する。なお、スポットと

しての契約の場合は、汎用商品（個別契約）の保険となる。 

被災地での応急復旧工事において、労働者が被った負傷、疾病または死亡

（以下、疾病等）した場合、政府労災保険、全管連の法定外労働災害補償制

度、または傷害総合補償制度の補償対象となる事故は以下のとおりとなる。 

なお、「中小事業主等」は所轄の都道府県労働局に申請し、「政府労災特別加

入者」として任意加入する必要がある。建設業許可を取得していない管工事組

合で会員企業も対象とする場合には、個別に「傷害保険」を契約するなど、万

一の補償を手当てすることとなる。 

傷害総合保険（元請が管工事組合、下請が会員工事会社の場合） 

（凡例）〇：給付・補償対象となる可能性、△：オプション、×：対象外 

事故の状況 

傷害総合補償制

度（全管連、団

体契約）※１ 

汎用商品 

（スポット、個別

契約）※２ 

１．作業中 ①業務上の疾病等 〇 〇 

②余震等による疾病等 

（例えば勤務中に地震があ

った場合） 

〇 〇 

２．通勤 

（被災地への

往復） 

①通勤による疾病等 〇 〇 

②余震等による疾病等 

（例えば通勤中に地震にあ

った場合） 

〇 〇 

３．その他 

（作業・通勤 

以外） 

宿泊ホテルにおける余震等

による疾病等 

（積極的な私用・私的行為・

恣意的行為は除く） 

〇 〇 

４．使用者賠

償責任 

使用者賠償責任に起因して

組合などが負担する損害賠

償責任 

△ 

特約に加入の場

合※３ 

△ 

特約に加入の場合

※３ 

※１ 管工事組合自体が建設業許可を取得している必要。許可が無の場合は不可×。 

※２ 契約締結時点で、被保険者（含む下請人）となる方を特定、派遣者名簿等の備え

付けが必要（事故発生時は、損保ジャパンに備え付けしている名簿等を提出）。損保

ジャパン汎用商品（傷害総合保険・準記名方式）の場合。 

※３ 政府労災の認定が必要 
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(2)第三者に対する損害賠償の取り扱い 

日水協手引き（38 頁）によれば、応援作業中に生じた事故等により第三者に

損害を与えた場合の賠償は、原則として受援水道事業体が負担するとなってい

る。しかしながら、受援水道事業体・応援水道事業体間の相互応援協定や、水道

事業体と組合との応援協定（資料７）、さらには現場状況により異なる取り扱い

となることも考えられる。 

また、管工事組合または組合員の責めに帰すべき事由によって第三者に損害

与えた場合に備え、工事中のみならず、工事完成・引渡し後の事故、施設の所有・

使用・管理に起因する事故まで幅広く補償する「全管連 管工事賠償補償制度」

への加入を推奨する。同制度は、全管連のスケールメリットによる団体割引が適

用され、低廉な保険料水準となっている。 

一方、建設業許可を取得していない管工事組合が会員企業も補償対象とする

場合には、個別に「賠償責任保険」を契約するなど、万一に備えた補償の手当て

が必要となる。 

 なお、以下の内容は加入可否に関する一般的な概要を示したものであり、具

体的な個別案件については損保ジャパンまたは取扱代理店へ相談することとな

る。 

管工事賠償補償制度 

（全管連 団体契約） 

汎用商品 

（個別契約） 

元請と下請 年間包括 元請と下請 一工事(ｽﾎﾟｯﾄ) 

元請が管工事組合、

下請が会員工事会社 
〇※１ 

元請が管工事組合、

下請が会員工事会社 
△※１・※２ 

元請が会員工事会

社、下請が元請以外

の工事会社 

〇 

元請が会員工事会

社、下請が/元請以外

の工事会社 

△※２ 

※１ 管工事組合自体が建設業許可を取得している必要。許可が無の場合は不可×（除

く請負金額（消費税込み）が 500万円未満）。 

※２ 請負業者賠償のみ可（生産物賠償と施設所有管理者賠償は不可×）。 

 

2-4 応急復旧活動の準備 

2-4-1 全管連の平常時の準備 

①レンタル機材および資材確保のための協定締結 
全管連では、大規模災害発生時に迅速かつ円滑に応急復旧応援を行うため、平

常時からレンタル機材および資材の調達・確保に関する協定を関係者と締結し



31 

ておくことが望ましいと判断し、会員団体に対してその取り組みを推進してい

る。 
この取り組みの一環として、全管連は平成 21 年 12 月より「災害時における

復旧活動の応援協力に関わる覚書」（資料 2）を締結し、建設機械・レンタル機

材の調達については、㈱アクティオ、キャタピラージャパン㈱（現・キャタピラ

ージャパン(同)）、コマツレンタル㈱（現・コマツカスタマーサポート㈱）、西尾

レントオール㈱と、資材協力については、㈱小泉、（一社）全国管工機材商業連

合会（管機連の 47 都道府県の組合・特別会員が地元の都道府県連・管工事組合

等と災害協定を締結済）、橋本総業㈱、渡辺パイプ㈱から全面的な支援を受ける

体制を整えている。 
本会ホームページ「災害時に備えたレンタル機材および資材の確保・調達のた

めの協定」にて、各社の連絡先を掲載しているので参照されたい。 
これらの協定は、あくまでも平常時の準備を目的とした参考事例であり、既に

地元で上記以外のメーカー・商社と協定を結んでいる会員団体に対して、変更を

求めるものではない。応援に赴く際に持参しない資機材については、上記メーカ

ー等の被災地支店で受け取れるよう、組合としてより具体的な協定を締結して

おくことが望ましい。 
なお、本会賛助会員である渡辺パイプ㈱の各支店では、本会の都道府県連など

と締結可能な、災害備蓄品（ウォータータンク、ブルーシート、土のう袋、ワン

タッチルームテント、非常用トイレ袋、ガス発電機・専用ボンベ、非常用アルミ

保温シートなど 17 品目）の提供に関する協定書（案）を掲載しているので、参

考にしてほしい（資料 19）。 
②災害時における宿泊施設の情報提供に関する協定 
 地震等緊急時において、大規模な支援が必要であると判断され、日本水道協会

救援本部が設置される場合には、応援組合の宿泊施設は、応援水道事業体と同一

の宿舎とすることが望ましい。そのため、平常時から水道事業体に対し、その旨

を要請しておくものとする。 
また、応援組合が単独で宿泊施設を手配する必要が生じた場合に備え、全管連

は全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（以下、「全旅連」という。）に対し、

被災地および近隣地域における宿泊施設の営業状況等に関する情報提供を要請

する。提供を受けた情報は、本会ホームページの会員専用コンテンツにて全管連

会員と共有し、会員が応援活動を実施する際に必要となる宿泊場所を円滑に確

保できるようにする（資料３）。 
③他都市災害応急復旧応援体制の収集と共有 
広域災害発生時には、被害状況や漏水箇所の特定に向けた調査が進むと、応

急復旧作業が本格的に始動する。全管連としては、日本水道協会救援本部が地
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方支部、都道府県支部等との応援・出動に関する調整を速やかに行えるよう、

都道府県支部に所属する出動可能な応急復旧班の情報を取集し、本会ホームペ

ージの会員専用コンテンツに掲載する。そのために会員が年度初めに当該情報

を適宜更新できるよう周知する（様式 1）。なお、日水協手引き様式 20 応急復

旧応援体制報告書を参照のこと。 
④配水本管および給水管の管種・材質等に関する情報の収集と共有 
全管連では、平常時の備えとして、組合の所管区域における配水本管および給

水管の管種・材質等の情報を、様式 2 に基づき収集し、本会ホームページの会員

専用コンテンツに掲載する。 
会員が可能な範囲で、年度初めに記入・更新、或いは適宜修正するように周知

する。 
また、水道事業体が使用している「給水材料や弁栓類の仕様等の一覧」（日水

協手引き 67 頁 図 2-2 一覧例）を入手した場合には、様式 2 にこだわる必要は

ない。入手した資料の写しを全管連宛てに送付いただきたい。 

 
図 2-2 給水材料や弁栓類の仕様等の一覧例 

（日水協手引き 67 頁） 
⑤応急復旧応援作業状況報告書および応急復旧応援実績報告書 
日水協と水道事業者等による広域的な応急復旧等の相互応援活動が実施され

た場合、全管連は、応急復旧応援作業状況報告書および応急復旧応援実績報告書

のフォーマットを本会ホームページの会員専用コンテンツに掲載し、会員が適

宜記入できるようにする（様式 3-1、3-2）。 
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⑥災害復旧支援「工事請負費」総括明細書・内訳書（例） 
全管連では、地震等緊急時における災害復旧支援「工事請負費」総括明細書・

内訳書のモデル（Word、Excel）を本会ホームページの会員専用コンテンツに掲

載し、会員が適宜記入できるようにする（様式４）。 
 

2-4-2 組合の平常時の準備 

発災後の応援活動や応援受入を円滑かつ迅速に実施するため、平常時から応

急体制や応急活動マニュアル等について検討し、必要な整備を行っておく。また、

実情に即した内容とするため、平常時に実施する各種訓練の結果を踏まえ、少な

くとも年に一度は見直しを行う。 
(1)水道事業体との協定・実施細目等の締結 
日水協手引き（60 頁）では、応急復旧に必要な資機材の準備やマニュアル整

備について整理されている。組合として必要となる事項や協力可能な内容につ

いては、事前に水道事業体と調整しておく。 
また、水道事業体が応援隊を受け入れる際に、組合として協力できる事項につ

いては、協定や実施細目等を取り交わしておく（資料４～８、10～13）。 
 

(2)応援受入マニュアル等の整備 
応援受入マニュアル等を整備するにあたり、参考に以下の資料を紹介する。 
地元水道事業体の給水区域外で他都市の応急復旧活動を行う場合に備え、応

援派遣に関するブロックや組合の協定、また他都市からの応援隊受入れを想定

した、神奈川県管工事業協同組合の「災害時応援受入体制編」および近隣の管工

事組合との協定（資料 9、資料 16）を掲載する。 
さらに、広島市上下水道工事業協同組合が作成した「災害復旧応援出動マニュ

アル」（給水区域内外の災害復旧応援出動、広島県連相互応援出動、中国ブロッ

ク相互応援出動）の抜粋を資料 14 に掲載している。 
なお、日水協手引き（59 頁）では、被災地において応援水道事業体が迅速に

応急活動を開始できるよう、事前に応援隊の受入れを想定した応援受入体制を

構築しておくことの重要性が示されている。そのため、「応援受入マニュアル」

に記載すべき標準的項目と内容の例を、「表 1-4 応援受入マニュアルに記載す

べき標準的項目とその内容」として整理している。 
① 緊急時の対策・事前チェックリストの作成 
緊急時の対応に備え、平常時から事前チェックリストを作成し、会員企業へ配

布することで、初動対応における混乱を防ぐよう努める。参考として、神奈川県

管工事業協同組合が作成したチェックリストを次頁に示す。 
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神奈川県管工事業協同組合 

緊急時の対策・事前チェックリスト 
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② 緊急連絡網の作成 
緊急時における組合員の連絡経路を定めた「連絡網」を作成し、水道事業体と

共有する。通信手段や幹線道路の不通により、組合員事務所の被災状況や安否確

認が困難となる場合があるが、SNS（Google Workspace、LINE WORKS など）

を活用した連絡体制が非常に有効であったとの報告がある。 
③応急復旧の資機材等の準備 
(ｱ)食料 
応急給水や応急復旧作業は過酷な重労働となるため、確実に 1 日 3 食を確保す

る必要がある。発災直後は、食料品店やコンビニエンスストアが被災している場

合や、営業していても食料が品薄となる可能性が高い。食料を十分に調達できる

ようになるまでには数日を要すると考えられるため、組合および組合員は、数日

分の食料を備蓄しておくことが必要である。 
(ｲ)燃料（専用給油所との協定締結） 
 発災直後は、作業車両や建設機械、工作機械類に使用するガソリン・軽油など

の燃料が不足しやすい。水道事業体や組合も給油場所を確保できない状況が想

定されるため、地元のガソリン販売業者団体と事前に協定を締結し、専用給油所

を確保しておくことが望ましい。 
(ｳ)資機材 
 水道事業体が平常時から準備しておく資機材の例は、日水協手引き 61 頁の表

2-1 に示されており、工事事業者が準備するものの例は表 2-2（次頁参照）に示

されている。導水管、送水管、配水管に関する材料は一般的に水道事業体が手配

するため、調達が困難な管種・口径の資機材への対応については、水道事業体と

協議するとともに、組合として協力可能なものについては緊急備蓄資材の管理

業務などを受託することが望ましい。 
なお、布設年次が古く旧型の管やバルブ等については、水道事業体に備蓄がな

く、資機材商社等でも取り扱っていない場合があり、迅速な復旧に支障をきたす

ことがある。こうした事態も想定し、予め水道事業体と組合で協議しておくこと

が望ましい。 
これらのことを踏まえ、水道事業体との協議のうえ、発災時に使用する資機材

並びに置き場の管理、重機の運用方法や担当者について事前に調整しておく。 
また、水道事業体と緊急備蓄資材の管理業務に関する協定を締結すること

も、大規模災害に備える有効な手段である。災害協定を締結している組合の備

蓄例としては、八戸管工事協会による緊急備蓄資材の保管管理業務（同組合で

は 300品目超を備蓄）などが挙げられる。日水協手引き様式 14 資機材の備蓄

及び整備状況調査票も参照されたい。 
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表 2-2 応急復旧資機材一覧（例） 

（日水協手引き 62 頁） 
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応急復旧作業が進むにつれて、給水管に関係する小口径管材料も数多く必要

となる。種類・数量ともに不足が見込まれることから、組合取引先の商社等から

調達し、組合倉庫に備蓄したうえで、復旧作業に従事する組合員へ供給する体制

を整える必要がある。参考として、神奈川県管工事業協同組合が作成した「災害

用必要備品購入（案）」「災害用レンタル資機材一覧（案）」は次頁に示すとおり

である。 
全国から駆け付ける応援事業体の応急復旧班に対しても、小口径管材料や水

中ポンプ等の機材を提供することが想定される。管工機材協同組合との協定例

（資料 17）に示すとともに、資材提供要請書や機材商社一覧の整備を進める。

現場の状況によっては、応援水道事業体が保有する装備品だけでは対応できな

い場合もあるため、レンタルで配備した大型重機等を提供できるよう準備して

おく（資料 18）。 
これらのことを踏まえ、水道事業体との協議のうえ、発災時に使用する資機材

並びに置き場の管理、重機の運用方法や担当者について事前に調整しておく。 
(ｴ)交通誘導員の確保 
応急復旧作業においては、電気・ガス・下水道などの復旧も行われるため、必

要な交通誘導員が不足する可能性がある。水道事業体から受託している配水管

漏水緊急修繕業務で契約している警備会社から、優先的に交通誘導員を手配し

てもらえるようにしておく。 
(ｵ)廃材・残土置き場および骨材の確保 
応急復旧作業で発生する廃材や残土の置き場、また埋め戻し用骨材について、

水道事業体での確保が困難な場合には、応援事業体分も含め、組合員の協力によ

り確保するものとする。 
さらに、水道事業体との協議を踏まえ、発災時に使用する廃材・残土置き場や

埋め戻し用骨材のストックヤードにおける重機の運用方法や担当者について、

事前に調整しておく。 
これらのことを踏まえ、水道事業体との協議のうえ、発災時に使用する資機材

並びに置き場の管理、重機の運用方法や担当者について事前に調整しておく。 
(ｶ) 配管図面等の図書類の整備・保管 

組合においても水道事業体と協議し、共有が可能な配管図面等の図書類をあ

らかじめ相互に整備・共有しておくことが望ましい。あわせて、発災時に応援が

必要となる場合には、水道事業体が保有する「資材・残土置場等の地図」や「給

水材料・弁栓類の仕様等の一覧例」（本マニュアル 32 頁）などの情報を、被災組

合から被災都道府県支部および全管連へ提供し、共有するものとする。 
全管連は、応援要請が見込まれる被災していない都道府県支部に対し、これら

の情報を適切に提供できるよう努める。 
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神奈川県管工事業協同組合 
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(ｷ)水道事業体の応急復旧マニュアル 
日水協手引きでは、水道事業体が迅速かつ適切な応急復旧活を行えるよう「応

急復旧マニュアル」をあらかじめ整備するよう求められている。組合も共有し、

速やかな活動につなげるとともに、協議の場を設けるなどして気づいた事項に

ついては水道事業体に伝える。特に、配管図面等図書類と現場の口径・管種・深

度等が異なる場合の調整・連絡方法について、確認しておく（資料９、資料 14）。 
(3)応援出動マニュアル等の整備 
 以下を参考にマニュアル等を作成することが望ましい。 
① 災害復旧応援出動マニュアル等 
広島市指定上下水道工事業協同組合では、「災害復旧応援出動マニュアル」（資

料 14）を整備し、以下の応援出動に関する実施要領を定めている。 
• 現地組織図 
• 役割分担 
• 出動フロー図 
• 派遣者の対応 
• 準備車両・機材、工具等 
② 緊急災害復興支援派遣会社名簿の作成 
東京都水道局と応援派遣協定を締結している三多摩管工事協同組合では、毎

年度初めに「緊急災害復興支援派遣会社名簿」を提出している。名簿には、出動

順位に基づく 29 社が登録されており、以下の項目が記載されている。 
• 対応迅速度（即日・10 日以内・20 日以内） 
• 派遣可能人数 
• 加入保険（労災・工事） 
• 単価契約区分（緊急・整備） 
• ユニック車の有無 
• 住所、連絡先 等 
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第３章 被災組合による応急復旧活動 

3-1 被災組合による応急復旧 

 日水協手引き 109 頁の「第３章 災害時における応急活動の実施」の「３ 応

急復旧について【被災水道事業体】」のとおり、被災水道事業体が行う応急復旧

活動は、地域防災計画や応急復旧マニュアルに基づき策定された、適切な応急復

旧計画による。なお、応急復旧計画は、復旧状況の進展に応じて見直しを行うと

している。 
 被災地の全管連会員組合は、地元被災水道事業体からの要請に基づき、地震等

により被害を受けた水道施設について、二次災害の防止および復旧工事等を円

滑かつ適切に実施するための措置を、以下の 3-1-1に示す。 
また、本マニュアルの「地震等緊急時情報連絡体制」（22 頁）に基づき、被災

組合の都道府県支部は、当該ブロックおよび全管連と情報を共有する。 
組合員は、日水協手引き 110 頁の図 5-2 水道給水対策本部の組織例（本マニ

ュアル 15 頁）を参照し、指揮命令系統を把握したうえで、その指揮命令に従い

工事を実施する。 
 

3-1-1 応急復旧活動の基本方針 

(1)配備体制 

理事長は、あらかじめ組合員の配備計画（応急給水、配水本管・配水支管・給

水管の復旧）を作成し、組合員へ周知する。組合員は、原則として配備計画に基

づき定められた場所に参集し、応急対策に係る諸活動に従事する。 

(2)情報連絡体制 

情報連絡の内容、通信手段および方法を定め、災害時における情報連絡活動を

円滑に実施する。 

(3)災害対策本部の設置 

理事長は、地震や風水害等により大規模災害が発生し、水道施設に相当な被害

が生じたと想定される場合、組合に災害対策本部を設置し、応急対策に係る諸活

動を組織的に推進する。 

(4)初動体制 

組合は、災害対策本部が設置され組織的な活動が開始されるまでの間、組合員

の安否確認を行う。早期に参集した組合員により初動体制を整え、初期活動を実

施する。 

また、出動要請に備えて待機する場合には、待機拠点についてハザードマップ

で災害リスクを確認し、組合員等へ周知する。万が一、災害の危険が差し迫った

際には、避難情報等に注意し、作業員等の安全確保を最優先に行動する。 

(5)緊急措置 
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災害対策本部は、災害発生後、被害を受けた水道事業体管内の施設における二

次災害防止等の緊急措置を実施する。 

(6)応急復旧対策 

  災害対策本部は、災害発生後、水道事業体の水道給水対策本部から協力要請が

あった場合、その本部が作成した応急復旧計画に基づき、速やかに応急復旧工事

を実施する。その際、工事請負費請求に必要となる復旧内容の記録や報告書等を

適切に保存・整理しておく（日水協手引き 122頁 表 3-3 経過記録に係る書類一

覧」参照。本マニュアル 58頁）。 

(7) 宅内・建物内の給水装置の修理・復旧工事 

水道法では、給水装置（配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結

する給水用具）の工事（新設、改造、修繕、撤去）は、当該水道事業体の給水区

域内において指定を受けた給水装置工事事業者のみが実施できると定められて

いる。 
令和 6 年能登半島地震では、水道事業体が管理する配水管が復旧した後も、

個人が管理する宅内配管の復旧が遅れ、家庭で水が使用できない状況が長期化

した。宅内配管工事を担う事業者の確保が困難となったことが主な要因とされ

ている。 
このため国土交通省は、「災害その他の非常の場合における給水装置工事の施

行について」（次頁）、地元の指定給水装置工事事業者（以下「指定店」。）の確保

が困難な場合には、他の水道事業体が指定した指定店による給水装置工事を可

能とし、宅内配管の早期復旧と被災地での適正な工事の実施を図る必要がある

としている。これに伴い、各水道事業体において供給規程等の改正が必要となる

場合があることから、国土交通省水道事業課長名で令和 7 年 4 月 22 日付の通知

が発出され、記載例が提示された。なお、下水道についても上下水道企画課長名

で標準下水道条例の改正が通知されている（45 頁）。 
水道事業課の通知文には、「貴管内の管工事組合と連携できる体制の構築につ

いてご検討いただくようお願いします。」と記載されている。これを機に、地元

水道事業体とのさらなる連携強化を図ることが求められる。 
日水協の手引き（79 頁）では、応急復旧した水道施設による生活用水の供給

開始目標を発災後 1 週間以内としている。生活用水の供給開始後、住民から寄

せられる給水装置の修理・復旧工事の依頼については、地元組合・組合員が工事

を囲い込んでいるとの批判や誤解を招かないよう、復旧工事の依頼方法等につ

いて地元被災水道事業体から住民へ適切に広報してもらう必要がある（日水協

手引き 172 頁 宅内配管修繕に係る支援制度〔石川県〕参照）。 
また、地元組合としても、住民からの修理依頼に十分対応できるよう、地区ご

との修理体制を整備することが重要である。 
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国水水第29号 

令和７年４月22日 

各都道府県水道行政担当部（局）長 殿 

国土交通省大臣認可水道事業者 殿 

                     国土交通省水管理・国土保全局 

                             水道事業課長 

                              （公印省略） 

災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について（通知） 

 

令和６年能登半島地震では、水道事業者が管理する配水管が復旧した場合におい 

ても、個人が管理する宅内配管の復旧が遅れ、家庭で水が使用できない状況が長期 

化しました。これは、宅内配管工事を担う地元市町の業者の数が宅内配管の被害の 

規模に比して少なかったことや、業者自身が被災したことに加え、様々な工事需要 

が集中したこと等により、宅内配管の業者の確保が困難な状況となったことが主な 

要因とされています。 

災害その他非常の場合にあって、地元の給水装置工事事業者の確保が困難となる 

と判断されるときは、宅内配管を早期復旧するとともに、被災地における給水装置 

工事の適正な実施を図るため、他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者によ 

る給水装置工事の実施を可能にすることにより、宅内配管の復旧に対応する業者を 

確保する必要があります。 

本件に対応するためには、指定給水装置工事事業者制度を導入している各水道事 

業者において供給規程等を改正する必要がある場合が考えられるため、以下の記載 

例を参考とし、改正の要否等についてご検討いただくようお願いいたします。 

また、各都道府県水道行政担当部局におかれては、貴管内の都道府県知事認可の 

水道事業者へ周知をお願いするとともに、貴管内の管工事組合と連携できる体制の 

構築についてご検討いただくようお願いいたします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 245 条の４第１項に 

基づく技術的助言である旨を申し添えます。 

 

【供給規程の記載例】 

第〇条 給水装置工事は、市（町村）長又は市（町村）長が法第十六条の二第一項 

の指定をした者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施行する。ただ 

し、災害その他非常の場合において、市（町村）長が他の市（町村）長又は他の 

市（町村）長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認め 

るときは、この限りでない。 
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【標準下水道条例】 

  （排水設備指定工事店の指定） 

第六条 排水設備等の新設等の工事は、次の各号に掲げる工事を除き、市（町村）長の指

定を受けた者（以下「指定工事店」という。）でなければ、行ってはならない。 

一 規則で定める軽微な工事 

二 当該排水設備等の形状等を勘案し、指定工事店以外の者が行うことが適当なものと

して規則で定める工事 

三 法第二十五条の十七又は特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七

号）第十八条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事 

四 災害その他非常の場合において、市（町村）長が他の市（町村）長の指定を受けた

者に工事を行わせる必要があると認めるときに、他の市（町村）長の指定を受けた者

が行う工事 

２・３ （略） 
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3-1-2 緊急配備体制 

(1)災害対策本部の設置フロー 

災害が発生するおそれがある場合、または災害発生後から災害対策本部設置

までの手順（例）を「災害対策本部設置フロー図」に示す。なお、組合建物が被

災し対策本部を設置できない場合には、理事長が別の場所に対策本部を設置す

る。 
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(2)組織と分担業務 

災害発生時の組織体制および分担業務の例を「災害対策本部組織構成図」に示

す。 
①班の編成および分担業務 
・理事長は、災害対策本部の業務を円滑かつ組織的に遂行するため、あらかじ

め必要な班を編成し、各班の分担業務を定める。 
・分担業務は、被災状況や組合員の参集状況等に応じて変更することができる。 
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②指揮命令権者の順位 

  災害対策活動に従事する組合員に対する指揮命令権者は、以下の順位によ

るものとする。 
指揮命令権者順位表 

組 織 指揮命令権者 

組 合 災 害 

対 策 本 部 

１ 理事長 

２ 副理事長 

３ 専務理事、 

事務局長等 

 

(3)災害対策本部会議の開催 

災害対策本部において本部長は、応急対策に関する各種活動を迅速かつ効果

的に実施するため、必要に応じて災害対策本部会議を開催し、活動状況の報告、

検討および協議・決定を行うものとする。 
会議の主な議題 

①被災状況の把握および調査結果の報告 

 ②水道事業体の水道給水対策本部との連絡調整 

 ③組合員の被災状況の確認と出動態勢の把握、配備計画の作成 

 ④二次災害防止のための措置（バルブ操作等） 

 ⑤水道事業体の水道給水対策本部の要請に基づく、他地域からの応援業者と

の連絡調整 

 ⑥資機材の調査報告および調達 

 ⑦応急給水活動への協力 

 ⑧応急復旧活動の整理・取りまとめ 

 ⑨その他必要事項 
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3-1-3 初動体制 

(1)初動時の体制 

休日や時間外に災害が発生した場合、災害対策本部が機能を開始するまでに

時間を要する。そのため、本部体制が整うまでの間は初動体制のもとで地震災害

対策活動を行う。 
① 分担業務 
災害対策本部における初期活動の業務は、次のとおりとする。 

組合災害対策本部 

 組合員参集人員 主 な 分 担 業 務 

    

１～２人参集の場合 

組合建物内の安全確保 

通信機器の使用確認 

幹部組合員への連絡 

 

３人以上参集の場合 

組合員参集の状況の確認 

組合員参集の呼びかけ 

水道事業体の水道給水対策本部との連絡調整 

 

②初動時の情報連絡 

 初動時に必要となる情報連絡の内容および連絡先は、次のとおりとする。 
連 絡 元 主な連絡内容 連 絡 先 

組 合 災 害 

対 策 本 部 
初期活動に対する指示、命令 組合員 

〃 水道施設の被害情報の提供 
水道事業体の 

水道給水対策本部 

〃 
組合員連絡網による 

参集の呼びかけ 
組合員 

 

(2)初動体制の解除 

初動体制は、災害対策本部が設置されたときに解除する。 
 

3-1-4 情報連絡体制 

(1)情報連絡方法 

災害対策本部が設置された際の相互の情報連絡は、原則として水道事業体と

組合との間で締結している協定に基づき実施する。 
(2)情報連絡事項 

組合災害対策本部から組合員への連絡事項は、次のとおりである。 

 ・水道施設の被害状況 
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 ・応急給水および応急復旧に関する応援要請 

 ・外部からの応援に関する情報 

 ・水道施設の応急復旧状況 

 なお、応急復旧応援活動を円滑に進めるため、宮城県管工業協同組合では、「災

害時等における水道施設復旧等の応援に関する協定」（資料 5）を携帯しやすい

カード版として作成し、組合員へ配布している。配布しているカード版「地震災

害マニュアル」を以下に示す。 
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3-2 被災組合による応急復旧の活動 

 日水協手引き 109 頁を参考に、地元水道事業体の指示に従って応急復旧工事

を実施する。災害発生から復旧工事に至るまでのチェック項目（例）（神奈川県

管工事業協同組合）は以下のとおりである（次頁以降の表・図等も参照）。 
(1)被害状況調査 

水道施設の被害による二次災害を防止し、応急復旧を迅速に行うため、被害状

況調査に協力する。異常を発見した場合は、速やかに「水道施設被害状況等調査

票」（日水協手引き様式 19）を用いて対策本部へ報告する。 

(2)応急復旧対策 

 水道事業体から応急復旧の協力要請があった際、作業を効果的に進めるため

に必要な事項を定める。災害発生から復旧工事までのフローチャート（神奈川県

管工事業協同組合）を 53頁に示すが、詳細は地元水道事業体の指示に従う。 

①応急復旧用資材 

・送配水管用資材 

送配水管用資材は、水道事業体が備蓄する災害用資材および工事用材料の支

給によるものとし、水道事業体の災害用備蓄材置場等から搬出する。 

・給水管用資材 

 給水管用資材は組合員が準備するものとし、取引業者（地元商社等）から供

給を受ける。緊急時に給水管用資材を調達できるよう、取引業者（地元商社

等）と優先供給に関する覚書（資料 17）を事前に締結しておく。 

 これらのことを踏まえ、水道事業体との協議のうえ、発災時に使用する資機

材並びに置き場の管理、重機の運用方法や担当者について事前に調整してお

く。 
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神奈川県管工事業協同組合 
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神奈川県管工事業協同組合 
災害発生から復旧工事までのフローチャート 
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②応急復旧工事 

被災組合は、水道事業体の水道給水対策本部からの応急復旧作業指示書およ

び応急復旧計画書等に基づき、水道給水対策本部の応急復旧隊（班）の指示・監

督のもと応急復旧工事を実施する。 

応急復旧の優先順位は次のとおりである。 

・主要送配水管 
浄水場から配水池間においては浄水場に近い方から、配水池から市街地間に

おいては配水池に近い方から行う。 
・給水の骨格をなす配水管 
配水池に近い方から行う。 

・給水装置 
・災害拠点病院 
・人工透析病院 
・避難所となっている施設 
・一般病院、福祉施設 
・避難所等応急給水拠点 
・冷却水を必要とする発電所、変電所等 
・公共施設 等 
なお、日水協手引き（113 頁）によると、被災水道事業体および応援水道事業

体による応急復旧の活動は、被害状況、通水の緊急性等を考慮し、復旧の優先路

線や地区、仮配管や本設による復旧などを適切に選択しながら、応急復旧マニュ

アルに基づき効率的に進めるとしている。 

水道給水対策本部は、水道施設の被害状況を送配水系統ごとに調査、把握し、

給水能力に応じた応急復旧地域を設定して修理作業を進め、確保された水を有

効に活用できるよう、以下の点に留意の上、応急復旧計画を作成するとしている。 

詳細は日水協手引き 114頁 図 3-1 応急復旧の手順（範囲）を参照。 
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図 3-1 応急復旧の手順（範囲） 

（日水協手引き 114 頁） 
 

 水道事業体では、配水管や給水管の使用材料、配管方法、配管構造等を指定し

ている場合、あらかじめ標準となる復旧方法を設定している。応急復旧の方法に

ついては、既設管を修理するのか、仮設配管とするのか、給水管の修理範囲をど

こまでとするのか、宅地内に仮設共用栓又は給水栓を一栓設けるのか等、被災状

況に応じた取り扱いを定めている。 

 管路の損傷箇所が多い場合や、建物の倒壊、道路の崩壊等により損傷管路の修

理が困難な場合には、仮設配管（レンタルのステンレス管やポリエチレン管など）

を布設する応急復旧方法もある。新潟県中越地震、岩手・宮城内陸地震、東日本

大震災、令和 6 年能登半島地震等の被害復旧においては、この方法が早期の通

水確保に寄与するなど、効果的であったと報告されている。 

また、仮設配管は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき、被害箇

所の状況等が国庫負担の対象となる応急工事の範囲に該当する場合には国庫補

助の対象となる（日水協手引き 118頁）。 

優先復旧路線を修理・復旧した地域においては、一定の区域ごとに管路の修理

復旧を行い、給水区域を面的に復旧する。なお、一例として、配水管の復旧を優

先させるためには、給水管の復旧範囲について１次側（分水栓からメーターまで）

の復旧を基本とし、仮設の給水栓を設置すること等、あらかじめ復旧範囲を検討

しておくことも有効であるとしている（日水協手引き 70頁 図 2-3。次頁）。 
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図 2-3 仮設給水栓設置の例 

（日水協手引き 70 頁） 
 

③復旧内容の記録と報告書の作成 

日水協手引き（120 頁）によると、工事写真は、各作業現場の被害状況が判る

よう、着手前、掘削、修理前、修理と、埋戻し工、路盤工、舗装工、完成等の各

段階で撮影することとされている。また、工事完成後には、被害施設、被害状況、

配管図（被害前・後）等を記載した「管路修理報告書」（日水協手引き様式 23）

に写真を添付し、水道事業体の水道給水対策本部へ提出する。 

写真撮影は、工事場所、工事年月日、施工業者名、支部又は組合名等、復旧施

設名（管種・口径等）と工事状況（土被り、掘削幅、掘削延長等）が判断できる

「黒板（撮影表示板）の作成（例）」（日水協手引き様式 26）を掲げて行う。被

災事実から復旧完了まで一連の内容の確認が確実にできるように留意する。 

なお、応急復旧業務に係る経過を正確に記録した資料（日水協手引き 122 頁

表 3-3 経過記録に係る書類一覧。次頁参照）は、次の業務を行う際の基礎資料

として必要不可欠である。 

・応急給水業務と応急復旧業務の連携強化  

・住民広報及び報道機関対応  
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・調査報告書の作成 

・応援水道事業体の費用負担額算定  

・災害査定の申請 

 

  表 3-3 経過記録に係る書類一覧（日水協手引き 122 頁） 
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 応急復旧作業の指示・報告・集約は、日水協手引き 123頁 図 3-2 応援活動及

び情報共有フロー（応急復旧）に示されたフローに基づいて行い、正確な経過記

録を作成する。また、各作業に応じた報告書の作成が必要となる。 

 
  図 3-2 応援活動及び情報共有フロー（応急復旧） 

（日水協手引き 123 頁） 
 

(3)相互応援体制 

 水道事業体の給水区域における応援体制は、次のとおりとする。 
①組合間の応援体制 
被害を受けなかった組合員は、組合災害対策本部の要請に基づき、被災した水

道事業体の給水区域内で支援を行う。 
②外部からの応援組織への協力・支援体制 

水道事業体の水道給水対策本部が、他の水道事業体等へ応援要請を行った場

合には、外部からの応援組織に対し協力・支援を行う（資料 9 組合災害対策計

画（災害時応援受入体制編）参照）。 
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3-3 工事費用負担の基本的な考え方 

応援水道事業体からの要請に基づき出動する際の費用負担については、日水

協手引き 28 頁に示されているとおりである。また、全管連が推奨する工事請負

費の基準は、本マニュアル 25 頁表 1「工事請負費」標準（例）に示されている。

これらを踏まえ、被災組合における工事費用負担の基本的な考え方を以下に整

理する。 
地元地域が被災し、当該水道事業体の応急復旧に地元組合が対応する場合に

は、事前に締結している災害協定等に基づき、工事費用の精算において各水道事

業体が定める「漏水修理等工事標準単価表」等を適用するのが一般的である。な

お、積算に用いる基準については、緊急修繕工事の区分を活用できるよう、災害

協定等に明記しておくことが望ましい。 
施工は「水道工事標準仕様書」に準じて行い、工事費の積算例を以下に示す。 

①材料費 

水道事業体が定める「材料単価表」を適用する（水道事業体が材料を支給する

場合は除く）。 

②労務費 

公共工事設計労務単価を適用するのが一般的。 

③道路復旧費 

市町村等が定める道路復旧工事単価表を適用する。 

④間接経費 

 主な費用には、次の諸経費が含まれる。 

 ・運搬費（建設機械器具等の運搬に要する費用） 

 ・準備費（施工準備後片付け等に要する費用） 

 ・技術管理費（品質管理、出来高管理、工程管理等に要する費用） 

 ・営繕損料（営繕等に要する費用） 

 ・労務者輸送費（工事現場への労務者の輸送に要する費用） 

 ・安全費（安全施設・安全管理等に要する費用） 

 ・環境対策費（工事現場における環境対策に要する費用） 

 ・現場管理費 
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第４章 応援組合による応急復旧活動 

 

4-1 応援組合による応急復旧 

応援水道事業体は応援要請を受けた際、日水協手引き 129 頁の「第３章 災

害時における応急活動の実施」の「４ 応急復旧について【応援水道事業体】」に

基づき対応することとなる。 
そのため、組合としても水道事業体の動きを把握し、平常時から応援可能な体

制を検討しておく必要がある。また、被災地での作業状況を定期的に組合災害対

策本部へ報告させ、応援に赴く工事業者の交代時に参考となる情報を収集する。 
水道事業体の水道給水対策本部の組織例（日水協手引き 130 頁 図 5-2。本マ

ニュアル 15 頁）や、応急復旧作業の指示・報告・集約の流れは、日水協手引き

147 頁 図 4-3 応援活動及び情報共有フロー（応急復旧）（本マニュアル 69 頁）

に掲載されている。組合員にもこれらの指揮命令系統を理解しておいてもらう

ことは有効である。 
さらに、広島市指定上下水道工事業協同組合「災害復旧応援出動マニュアル」

の他都市災害復旧応援出動フロー図（資料 14）を掲載しているので、併せて参

照してほしい。 
 

4-1-1 応急復旧の準備 

組合では、水道事業体における応急復旧の全体的な流れを組合員に理解して

もらうことが、被災地での円滑な応急復旧活動につながる。 
日水協手引き（131 頁）では、応援活動を行う際の一般的な注意事項として、

「健康管理」や「派遣期間」について触れており、派遣期間は概ね 1 週間程度と

記載されている。また、現地での応援活動にあたっては「指揮命令」や「応援活

動」に関する事項が示されており、組合員が応急復旧に赴く際の参考となる。さ

らに、「応援水道事業体は原則として、工事事業者を帯同し、応急復旧に従事す

る。ただし、被災状況や被災地のニーズによっては、工事事業者を帯同せず、被

災地の工事事業者と連携する。」ことも明記されている。 
 日水協富山県支部では、支部長都市である富山市および本会の富山県連と協

議を行い、運用上出動できない応援事業体がある場合には、県内支部の別の応援

事業体が代わって出動できるよう、柔軟な対応で応援復旧に臨むことについて

合意している。 
 応援水道事業体が出動できず、管工事組合のみで応援に赴く事態は極力避け

る必要がある。しかし、止むを得ない事情によりそのような状況となった場合に

は、地元水道事業体と締結した費用支払いに関する取り扱いを被災水道事業体

に提示し、追加支払いが行われるべきである（本マニュアル 24 頁「2-2 費用負
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担の基本的な考え方」参照）。 
 
4-1-2 応援班の編成 

日水協手引き（132 頁）では、応援水道事業体が応援班を派遣する際の応急復

旧班の編成例を次のように示している。このうち修繕班については、配水管と給

水管の両方を修理できる班編成を標準とし、1 班あたり作業員 6 名（施工業者）

で構成する。一般的には、現場代理人、配管工、運転手（一般・特殊）等で構成

する。被害状況や応援規模等により増員することも想定されている。 
組合は、組合員に対して応急復旧班の編成を整備するとともに、複数社で班を

編成する場合には、あらかじめ責任者を定めておく。 
応急復旧班（例） 

（日水協手引き 132頁） 

 

 

4-1-3 資機材等の準備 

日水協手引きでは、表 4-1 派遣職員個人携行品類（例）（133 頁。本マニュア

ル次頁）、応援水道事業体が持参する「通水及び漏水調査班 応急復旧資機材一覧

（例）」（134 頁 表 4-2）、「事務処理対応機材一覧（例）」（135 頁 表 4-3）、「工

事請負者（修繕班）の応急復旧資機材一覧（例）」（136 頁 表 4-4。本マニュアル

64 頁）が紹介されている。また、応援水道事業体が準備するものについては、

標準装備一覧表（日水協手引き様式 27）に整理されている。 
 組合は水道事業体と調整し、応援班を編成する際に組合および組合員の携行

品・装備品を整理しておく。さらに、広島市指定上下水道工事業協同組合「災害
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復旧応援出動マニュアル」（本マニュアル資料 14）では、準備すべき車両・資機

材・工具が整理されている。 

表 4-1 派遣職員個人携行品類（例） 

（日水協手引き 133頁） 
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 応援組合では、応援班の交代に際し、現地の状況に応じて、装備品やレンタル

資機材等を次隊に引き継ぐもの、派遣ごとに補充するものなどを調整する。特に、

車両や重機を現地でレンタルすることで、応援班の負担を軽減することも有効

である。 

表 4-4 応急復旧資機材一覧（例） 

（日水協手引き 136頁） 
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4-1-4 応援初動時の応援班の宿舎・給食・駐車場等の確保 
応援初動時に、応援班の宿舎・給食・駐車場等を確保するにあたり、水道事業

体に同行する応援組合会員企業の宿舎等をどのように手配するかについて、平

常時から調整しておく必要がある。すなわち、応援水道事業体が工事請負者分も

含めて手配するのか、あるいは工事請負者が自ら手配するのかを明確にしてお
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くことが求められる。 
後者の場合、応援組合から被災地元組合に斡旋を依頼する方法が考えられる

が、被災組合の作業集中状況などを考慮すると、当該被災組合の近隣都道府県支

部等に協力を求める方が望ましい。 
工事請負者が自ら手配する場合には、応援組合から被災組合へ斡旋を依頼す

る方法が考えられる。しかし、被災組合の作業集中状況等を踏まえると、当該被

災組合が所属する全管連ブロック代表県支部等に協力を求める方が望ましい。 
令和 6 年能登半島地震では、日本水道協会から入手した宿泊可能施設名簿を

都道府県支部へ提供した。また、本会が実施した応急復旧応援組合アンケートの

集計結果によれば、回答した 89 組合のうち 48 組合は応援水道事業体が宿泊施

設を手配し、41組合は自ら手配していた。 

地震等緊急時に大規模な支援が必要と判断され、日本水道協会救援本部が設

置される場合、全管連は全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（以下、「全旅

連」という。）に対し、被災地および近隣地域における宿泊施設の営業状況等に

関する情報提供を要請する。提供を受けた情報は、本会ホームページの会員専用

コンテンツにて全管連会員と共有する。 
 

4-1-5 応援に向かう緊急通行車両の申請 

 日水協手引き 138 頁のとおり、大震災等の大規模災害が発生した場合には、

災害対策基本法等に基づく交通規制が実施され、車両の通行が禁止される。ただ

し、応急給水や応急復旧などの災害応急対策に従事する車両については、所定の

手続きを行い、標章および緊急通行車両確認証明書の交付を受けることで、規制

区間を通行することが可能となる。 
また、水道事業体との応援活動に関する協定・実施細目（本マニュアル資料 7

参照）等に基づき、応援活動に携わる車両が事前に調整されている場合には、水

道事業体に事前届出制度に基づく手続きを行ってもらう。 
 
4-2 応援組合による応急復旧の活動 

 日水協手引き（140 頁）によれば、被災水道事業体および応援水道事業体が行

う応急復旧の活動は、被害状況や通水の緊急性などを踏まえ、復旧の優先路線・

地区、仮配管または本設による復旧方法を適切に選択しつつ、応急復旧マニュア

ルに基づいて効率的に進めることとされている。 
復旧方法等については、被災水道事業体があらかじめ定めた「応急復旧マニュ

アル」に記載された復旧方法および工法に従う。また、応急復旧用資機材の調達

方法、給水管の修理方法および修理範囲についても、被災水道事業体の指示に従

う。（日水協手引き 141 頁 図 4-2「応急復旧の手順（範囲）」参照） 
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 図 4-2 応急復旧の手順（範囲）（日水協手引き 141頁） 

 

日水協手引き（142頁）では、応急復旧活動について、以下のような注意点を

示している。 

・応急復旧班は、応援水道事業体の交替があっても作業の引継ぎが自己完結型で

円滑になされ、被災水道事業体の負担となることのないように、担当区域、担

当作業等の役割分担を明確にしておく。また、作業を遂行するための判断等の

基準も引き継ぐ。 

・管路の応急復旧は、｢通水→漏水調査→修理｣の繰り返しであり、現場状況に応

じて、通水・漏水調査班と修繕班は連携して効率的に作業を進める。 

・応急復旧作業は、総括責任者、連絡員、記録員、通水及び漏水調査作業者、配

水管・給水管の工事事業者による班編成を基本としている。 

・応急復旧作業に当たっては、住民の理解と協力が不可欠であるため、きめ細か

い広報に努めるとともに、現場で処理できない苦情・要請の対応については、

迅速かつ的確に水道給水対策本部へ報告できる体制づくりが必要である。 

・災害復旧作業は、工事諸条件が厳しく、復旧を急ぐあまり、長時間労働等によ

り労働災害が発生しやすくなることから、休息時間、交代要員の確保等、安全

への配慮が必要である。 

・応援水道事業体は、被災水道事業体が水道メーターの二次側で漏水が発生して

いる場所と件数を把握できるよう、日水協手引き様式 21 漏水調査報告書の漏

水状況の項目にある「宅地内（メーター下流）」に記入、または様式 23 管路

修理報告書の漏水管路の項目にある「給水管（メーター下流）」に記入する等、
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被害状況を可能な限り記録することとなっている。 

・掘削に当たっては、隣接して他企業埋設物が敷設されている場合を想定し、事

前に埋設物の有無を図面等の図書類により確認する。図書類がない場合には、

現地においてマンホール等により確認する。 

・余震の発生等が想定される場合、作業に当たっては職員の安全確保を優先させ

て作業を実施する。 

 

4-3 応急復旧活動の経過記録 

 応急復旧業務に係る経過を正確に記録した資料（日水協手引き 146 頁 表 4-5
経過記録に係る書類一覧。本マニュアル 58 頁の表 3-3 と同じ）は、次の業務

を実施する際の基礎資料として不可欠である。  
・応急給水業務と応急復旧業務の連携強化  
・住民広報及び報道機関対応  
・調査報告書の作成  
・被災水道事業体への費用請求額算定  
・災害査定の申請 
 応急復旧作業に関する指示・報告・情報集約は、日水協手引き 147 頁 図 4-3
応援活動及び情報共有フロー（応急復旧）に示されたフロー（次頁参照、本マ

ニュアル 59 頁の図 3-2 と同じ）に基づき実施し、正確な経過記録を作成する。

なお、各作業に応じた報告書の作成が必要となる（本マニュアル59頁に同じ）。 
関連する様式として、日水協手引き様式 23 管路修理報告書、様式 24 管路修

理集約表、様式 25 管路被害算定表（管路・口径・被害形態別）を参照すること。 

 
表 4-5 経過記録に係る書類一覧（日水協手引き 146頁） 
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図 4-3 応援活動及び情報共有フロー（応急復旧） 

（日水協手引き 147頁） 

 

4-4 工事請負費の精算等 

応援水道事業体の要請にともない出動する場合の費用負担の考え方は、日水

協手引き 27 頁の（３）工事請負費で示されている。具体的な工事請負費の標準

例は、本マニュアル 25 頁の表１に示している。 
令和 6 年度能登半島地震では、アンケートに回答した 89 組合のうち、応援活

動終了後に一括請求した組合が 74 組合で、精算に 5〜6 月を要した団体が 4 組

合あった。被災水道事業体の職員が少なく、精算に時間を要するようであれば、

応援水道事業体に立て替えてもらうなどの取り決めをしておくことが望ましい。 
日水協富山県支部では、応援水道事業体が被災水道事業体の精算を待たず、管

工事組合に工事請負費を支払っている。 
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第５章 教育・訓練、広報 

 

5-1 組合・組合員の研修および訓練 

  日水協手引き（153 頁）では、教育・訓練について次のように記載している。 
水道事業体が日水協手引きを周知・活用し、地震等緊急時における応急活動が

的確に実施できるよう、平常時から定期的に、災害時の情報連絡・応急活動・受

援活動等に関する包括的な教育、並びに具体的な業務に関する知識付与・訓練に

努める。また、手引きに基づく日水協地方支部および都府県支部等が行う訓練や、

水道事業体間における相互応援に関する協定等に基づき、広域的な訓練を行う

ことが効果的である。さらに、各自治体の災害対策本部が設置された場合は、同

本部と連携を保ちながら応急対策を実施する必要があることから、情報伝達等

の訓練も定期的に実施する。こうした多様な訓練から得られた教訓や知見等を

踏まえ、必要に応じ、応急活動や応援受入れマニュアル等の見直しを行い、災害

対応力の向上に努めることが重要である。 
 組合としても訓練は重要であり、情報伝達、緊急参集、応急給水、応急復旧に

関する訓練が考えられる。訓練の実施にあたっては、水道事業体が行う訓練に参

加する、または組合が独自に実施する訓練に水道事業体を招くなど、相互に連携

して行うことが望ましい。訓練終了時には理事長に対し、経過および結果を報告

し、反省事項があれば組合の災害対策指針等に反映させる必要がある。 
(1) 研修 
組合における研修は、次のテーマを中心に定期的に実施するものとする。 

①災害に対する一般的知識 
②組合災害対策本部の災害対策指針 
③その他必要な事項 
平常時から、組合員に対して定められた災害対策本部等の配備体制の下で、具

体的かつ実践的な訓練を実施する。発災時に水道事業体から協力要請があった

場合に組織体制が十分に機能し、迅速・円滑かつ的確な応急対策活動が行えるよ

う、気象・地震に関する知識、防災体制等についての研修会・講習会を実施する

ことにより、組合員の災害時における判断力の向上、防災上必要な知識の普及、

技術の向上、職務分担の周知徹底を図る。 
(2)訓練 

災害発生時の応急対策活動を円滑に進めるため、定期的に内容を定め、組合員

参加による訓練を実施する。また、水道事業体等が行う訓練にも積極的に参加す

る。訓練は、組合本部での訓練および水道事業体等との合同訓練を行うものとし、

その内容は情報伝達訓練、緊急参集訓練、応急給水訓練、応急復旧訓練とする。 
訓練の実施または参加後、理事長は参加状況や実施状況を速やかに理事会に
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報告し、必要に応じて災害対策指針等に反映させる。 
宇都宮市管工事業協同組合および三多摩管工事協同組合の訓練概要および資

料を資料 22、資料 23 に紹介する。 
 
5-2 組合の広報 

日水協手引き（158 頁）では、水道事業体としての平常時の広報および災害発

生時の広報について整理されており、「図 2-1 災害時の広報」（163 頁）や、各種

広報事例（石川県輪島市「自宅の漏水確認方法、水道指定給水装置工事事業者」、

石川県「宅内配管修繕に係る支援制度」（172 頁））が掲載されている。また、応

援水道事業体による情報発信についても触れられている。 

 
図 2-1 災害時の広報（日水協手引き 163 頁） 
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組合としても、適切な広報活動を実施することが求められる。 
(1)平常時の広報 

 組合は、災害復旧に携わる社会的使命、締結している各種協定、組合員企業の

役割などについて、市民へ積極的に広報すべきである。 
また、平常時の広報内容の一部として、災害時における給水装置（宅内）の修

繕に関する事項（連絡先、費用負担等）を加えてもらうよう、水道事業体へ要請

することが望ましい。 
組合の会員企業は、水のプロとしての自覚を持ち、水道事業体が行う広報内容

を十分に理解し、自らの対応に反映させる必要がある。さらに、組合として訓練

を実施した場合や資機材を寄贈した場合なども、積極的に広報を行う。 
なお、札幌市管工事業協同組合では、ホームページにて以下の内容を公開して

いる。https://www.sakkankyo.or.jp/sp/disaster/ 
○札幌総合防災訓練、応急・運搬給水訓練 
○災害発生時の対策本部と連絡体制 
災害時等応援対策本部組織図（資料４） 

○水道局との災害協定（資料４） 
令和７年度災害時における水道の応急活動協力業者 
応急復旧班：幹線（φ400 ㎜以上）復旧５班（１班６人体制）、枝線（φ350 ㎜

以下復旧 20 班（１班４人体制）、給水装置復旧 22 班（１班３人体制）、応急

給水班 138 班（１班２人体制）等 
○都市局との災害協定 
〇石狩西部広域水道企業団との災害協定 
○賛助会員との資材提供に関する協定 
これらの取組、知見、教訓や要望等については、全管連に報告していただきた

い。本会の機関紙などで発信するとともに、日水協や国交省へも情報提供してい

く。 

(2)災害発生時の広報 
災害発生時に応急活動へ従事した場合、組合としてマスコミ等へその旨を発

表するか、水道事業体が行う発表において、組合が実働部隊として参加している

ことを明記してもらうよう努める。 
特に応援に赴く場合、応援水道事業体が地元マスコミへ資料提供を行うこと

があるが、その際には、組合企業が実働部隊として同行している旨を追加しても

らう。 
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資料１ 
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資料２ 
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資料３ 

 
【関連資料】 
・実施細則 
・情報提供要請 
・宿泊可能施設名簿 
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資料４ 
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資料５ 
災害時等における水道施設復旧等の応援に関する協定書 

仙台市水道事業管理者（以下「甲」という。）と宮城県管工業協同組合理事長（以

下「乙」という。）とは，地震等により水道施設に被害（以下「水道災害」とい

う。）が発生した際，その復旧等に必要となる応援活動に関し，次のとおり協定

を締結する。 
（応援の要請） 
第 1 条 甲が乙に水道災害の復旧等を応援要請する範囲は，次のとおりとする。 
(1) 甲が所轄する給水区域内における水道災害によるもの 
(2) 甲が関係機関と締結している災害時における相互応援協力の協定等に基づ

き，被災事業体から甲に応援要請があるもの 
(3) 前各号に掲げるもののほか，甲の要請によるもの 
2 甲は，乙に水道災害の復旧等に必要な応援を要請するとき，口頭または電話

等により行い，後日，次の事項を記載した文書で正規の手続きを行うものとす

る。 （様式－1） 
(1) 災害の状況 
(2) 必要とする資機材，物資等の品目及び数量 
(3) 必要とする職種別人員 
(4) 応援の場所及び応援場所への経路 
(5) 応援の期間 
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 
（応援の内容） 
第 2 条 甲が乙に要請を行う応援活動は，概ね次のとおりとする。 
(1) 応急給水活動 
(2) 応急復旧工事 
(3) 応急復旧資機材の提供 
(4) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 
 （応援要員の派遣） 
第 3 条 乙は甲の要請を受けたとき，ただちに応援体制を整え，応援内容に応じ

た車両及び必要な資機材を整備して，甲の指定する場所に派遣するものとす

る。 
2 乙の派遣応援隊員は，甲の指示に従って作業に従事する。 
（応援活動の記録） 
第 4 条 乙は応援活動を行ったとき，甲の指定する様式に必要事項を正確に記

録して，速やかに甲に提出するものとする。 
（費用負担） 
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第 5 条 この協定書に基づく応援に要する費用は，原則として甲の定める基準

により甲が負担する。 
（連絡担当者等） 
第 6 条 甲と乙は，あらかじめ災害時等における連絡担当者を定め，水道災害

が発生したとき，速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。 
2 甲と乙は，前項の連絡担当者に変更が生じたとき，文書をもって相手方に通

知するものとする。（様式－2） 
（有効期間） 
第 7 条  この協定の有効期間は，締結の日から平成 1 0 年 3 月 3 1 日までとす

る。ただし，有効期間満了の 2 か月前までに，甲，乙から異議の申し出がなか

った場合は，有効期間満了の日の翌日から，さらに 1 年間延長するものとし，

以後も同様とする。 
（その他） 
第 8 条 この協定書に定められた事項に疑義が生じたとき，または定めのない

事項については，甲，乙協議のうえ定めるものとする。 
附 則 
1 （略） 
この協定の締結を証するため，本書 2 通を作成し，甲，乙記名押印のうえ，各

自その 1 通を所有する。 
平成 9 年 4 月 1 日 
甲 仙台市太白区南大野田 29 番地の 1 
  仙台市水道事業管理者 
乙 仙台市青葉区本町三丁目 5 番 2 2 号 

宮城県管工業協同組合 理事長 
 
 

災害時における水道施設復旧等応援活動に関する要綱 
（目的） 
第 1 条 この要綱は、仙台市域における災害発生時等において、仙台市水道事

業管理者（以下、「管理者」という。）から宮城県管工業協同組合（以下、「組

合」という。）理事長に対し、「災害時等における水道施設復旧等の応援に関す

る協定書」（以下、「協定書」という。）第 1 条第 1 項第 1 号に基づく要請があ

ったときに、組合と、組合員及び準組合員（以下、「所属員」という。）が緊急

対応するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。 
但し、協定書第 1 条第 1 項第 2 号又は第 3 号の規定に基づく要請があった

場合にも、この要綱を適宜準用して出来る限り適切な対応を図るものとする。 
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（災害復旧応援対策本部の設置） 
第 2 条 組合は、管理者から復旧等応援の要請があったとき、又は理事長が必

要と認めたときは、直ちに別表 1 に基づく災害復旧応援対策本部（以下、「対

策本部」という。）を組合事務所内に設置するとともに、連絡要員を仙台市水

道局（以下、「水道局」という。）へ派遣する。 
2 被災状況等により、前項に定める当該場所に対策本部が設置できない場合に

は、別途適切と思われる場所に対策本部を設置するものとする。 
3 対策本部内に設置する各部会は、次の当該各号に定める職務を担当する。 
(1)  総務部会  総務部会は、復旧応援活動にかかる水道局からの要請内容の

確認と整理及び基本対応の検討、水道局との連絡調整、情報収集、復旧応援活

動の記録、費用の精算、必要により復旧応援活動用車両の通行許可申請手続き

等を行う外、対策本部内の庶務全般を総括する。 
(2) 配水管部会 配水管部会は、配水本管施設の復旧応援活動に関し、仙台市

配水管工事業協会と連絡調整を図り、必要な復旧応援体制を確保すると共に

必要資機材を調達し、配水管の復旧作業にあたる。 
(3) 宅内給装部会 宅内給装部会は、宅内給水装置の復旧応援活動に関し、地

区連絡会各ブロックと連絡調整を図り、必要な復旧応援体制を確保すると共

に必要資機材を調達し、宅内給水装置の復旧作業にあたる。 
また、応急給水に対する応援活動についても、管理者の要請に応じて適宜対

応する。 
4 対策本部（部会を含む）は、組合役員（理事・監事）と地区連絡会各ブロッ

クの正副代表幹事をもって組織し、対策本部に次の各号に定める役員を置い

て当該各号の職務にあたるものとする。 
(1) 本部長 本部長には理事長をもって充て、本部長は対策本部を指揮し、総括

する。 
(2) 副本部長 副本部長には副理事長をもって充て、副本部長は本部長に事故

あるときは、その職務を代理する。 
(3) 部会統括者 部会統括者には専務理事をもって充て、部会統括者は前項各号

に規定する部会を統括する。 
(4) 部会長 前項各号に規定する部会に理事長が指名する部会長を置くことが

できるものとし、部会長は当該部会を指揮する。 
(5) 総務部員 総務部員には、理事長が指名する役員をもって充て、総務部員は

第 3 項第 1 号に定める職務にあたる。 
(6) 配水管部員 配水管部員には、理事長が指名する役員をもって充て、配水管

部員は第 3 項第 2 号に定める職務にあたる。 
(7) 宅内給装部員  宅内給装部員には、地区連絡会各ブロックの担当理事と正副
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代表幹事をもって充て、宅内給装部員は第 3 項第 3 号に定める職務にあたる。 
但し、地区連絡会担当理事の中に、理事長が総務部員又は配水管部員として

指名した者が含まれている場合には、その者は除くものとし、必要により、別

途理事長が指名する役員を加えることができるものとする。 
５ 対策本部員は別表 2 のとおりとする。 
（出動の指示） 
第 3 条 本部長は、管理者から出動の要請があったとき、又は本部長が必要と

認めたときは、直ちに当該部会に出動要請の内容を伝達し、又は指示する。 
（出動の基本要領） 
第 4 条 出動の規模及び班の編成内容、その他留意すべき事項等については別

に定めるものとする。 
（直接出動） 
第 5 条 水道局から直接所属員に対して出動要請があったときは、所属員は直

ちに適切な対応を図ると共に、対策本部に対してその旨を遅滞なく連絡する

ものとする。 
（自動出動） 
第 6 条 次の各号に該当した場合には、情報確認等の初動応援のため、各部会

所属部員は次項に規定する要領で自動的に出動するものとする。 
(1) 地震が発生した場合で、仙台市域が震度 6 弱又はマグニチュード 7 以上を計

測した旨が報じられたとき 
(2) 被災状況等により、電話等による通信手段が機能しなくなったとき 
(3) その他、水道施設等に甚大な被害が発生していると予想されたとき 

2 自動出動の場所は、次の各号のとおりとする。 
(1) 組合役員と地区連絡会各ブロック正副代表幹事は、組合事務所に出動するこ

と。 
(2) 道路内修繕班 ( 8 社）は、各担当の配置先（水道局各維持係）に出動するこ

と。 
(3) 上記以外の組合員は自社待機とし、組合からの連絡を待つこと。 
（復旧応援活動） 
第 7 条 所属員が復旧応援活動として作業に従事する場合には、必ず水道局、

又は対策本部の指示に従うものとする。 
（委任事項） 
第 8 条 この要綱に定めのない事項については、理事長の判断によるものとす

る。 
（施行期日） 
附 則  （略） 
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この要綱は平成 30 年 8 月 9 日から施行する。 
 
 

災害時における水道施設復旧等応援活動に関する出動の基本要領 
（目的） 
第 1 条 この要領は、「災害時における水道施設復旧等応援活動に関する要綱」

第 4 条に規定する出動の基本要領等について定めることを目的とする。 
（出動の規模・班の編成） 
第 2 条 出動の規模は、被災の状況等により災害復旧応援対策本部（以下、「対

策本部」という。）と仙台市水道局（以下、「水道局」という。）との協議によ

り決定するものとする。 
2 班の編成内容は次のとおりとする。 
(1) 配水管及び道路内給水装置の復旧作業は、1 班あたり 4 名~ 5 名（交通誘導

員を含む）体制とし、修繕工事に必要な資機材を携行するものとする。 
(2) 宅地内給水装置の復旧作業は、1 班あたり 2 名体制を標準とし、修繕工事に

必要な資機材を携行するものとする。 
(3) 応急給水に対する応援活動は、1 班あたり 2 名体制を標準とし、1 ㎥又は 2 

㎥の給水タンクを積載するトラックで出動する。 
3 前項にかかわらず、必要により、班の編成内容及び編成数等を調整すること

ができるものとする。 
（出動者の届出） 
第 3 条 前条により出動する場合、組合員及び準組合員（以下、「所属員」とい

う。）は対策本部に対し、別に定める様式により、出動者に関する次の各事項

を届け出るものとする。 
(1) 所属会社名・役職名 
(2) 氏名（性別） 
(3) 生年月日（年齢） 
(4) 血液型 
(5) 車両番号（車検証の写しを添付）と車両運転責任者 
(6) 携帯電話の番号 
(7) 緊急連絡先 
(8) その他 
（出動時の留意事項） 
第 4 条  出動に際しては必ず水道局、又は対策本部の指示に従い、出動の指示を

受けた所属員又は出動者は、次の各事項を確認し、十分留意するものとする。 
(1) 出動又は復旧作業にあたる場所、現場の状況、復旧作業の内容 
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(2) 必要資機材の携行、及び復旧作業に使用した材料の確認 
(3) 応急復旧作業の記録は、「災害時等における水道施設復旧等の応援に関する

協定書」第 4 条（応援活動の記録）に規定する様式を使用し、応急復旧作業

の着手から完了まで、各段階毎の記録写真を整備する。 
(4) 組合の所属員として、緊急又は応急復旧作業中であることを明確にするため、

組合が作成して配付する「災害復旧車 宮城県管工業協同組合」等の車両用ス

テッカーと、腕章を装着する等して、身分を明らかにする。 
(5) その他、運転や作業にあたる際には安全第一に努め、そのために必要な措置

は各自が適宜講じるものとする。 
（費用負担） 
第 5 条 仙台市水道事業管理者からの応援要請に基づき、水道局又は対策本部

の指示により出動して復旧作業等に従事した場合の費用については、「災害時

等における水道施設復旧等の応援に関する協定書」第 5 条に基づき水道局が

負担する。 
2 前項によりがたい場合については、別途理事長が決定する。 
（委任事項） 
第 6 条 この要領に定めのない事項については、理事長の判断によるものとす

る。 
（施行期日） 
附 則（略） 
附 則（平成 30 年８月９日一部改正） 
この要領は平成 30 年 8 月 9 日から施行する。 

 
【関連資料】 
・別紙１ 災害復旧応援対策本部組織図 
・「災害時における水道施設復旧等応援活動に関する出動の基本要領」第３条に

規定する届出書 
・カード版「地震災害マニュアル」（50 頁） 
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資料６ 
災害時における水道施設等の応急措置の協力に関する協定 

東京都（以下「都」という。）と三多摩管工事協同組合（以下「組合」という。）

とは、東京都地域防災計画及び東京都水道局震災応急対策計画に定める災害時

における民間協力の一環として、給水装置及び配水管（以下「水道施設等」とい

う。）の応急措置業務に対する協力に関して、次のとおり協定を締結する。 
（協力の要請） 
第 1 条 都は、災害時において、都のみでは水道施設等の応急措置を行うこと

が困難であるときは、組合に対して水道施設等の応急措置に係る協力を要請

することができるものとする。この場合において、都から協力の要請があった

ときは、組合は、都に協力し、及び組合の組合員をして都に協力させるものと

する。 
（業務の内容） 
第 2 条 都が組合に協力を要請する業務は、水道施設等の応急措置とする。 
（水道施設等の応急措置の実施） 
第 3 条 組合は、都の協力要請により水道施設等の応急措置を実施するときは、

組合の組合員をして都の指示により水道施設等の応急措置を行わせるものと

する。 
（費用負担） 
第 4 条 この協定に基づく都の指示による水道施設等の応急措置の費用は、都

が負担するものとする。 
（緊急連絡網の策定） 
第 5 条 組合は、都の協力要請に対し、迅速に対応するため、緊急連絡網を整

備し、都に提出するものとする。 
（防災訓練への参加）  
第 6 条 組合は、都が行う防災訓練に対し、都の要請に基づき必要な協力を行

うものとする。 
（実施細目） 
第 7 条 この協定の実施に関し、必要な事項は、都及び組合が協議して実施細

目を定めるものとする。 
（その他） 
第 8 条  この協定に定めがない事項又は内容に疑義が生じた場合は、都及び組

合が協議の上定めるものとする。 
（適用期間） 
第 9 条 この協定の有効期間は、締結の日から平成 25 年 3 月 3 1 日までとす

る。ただし、有効期間満了 1 か月前までに都又は組合いずれかの意思表示が
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ないときは、この協定の有効期間を 1 年間延長するものとし、以後この例に

よる。 
2 （略）  
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、都及び組合が記名押印の上、各 1

通を保有する。 
平成 24 年 5 月 24 日 

東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 
東京都 代表者 公営企業管理者 東京都水道局長 
東京都立川市柴崎町五丁目 11 番 23 号 
三多摩管工事協同組合 理事長 

 
 

災害時における水道施設等の応急措置の協力に関する実施細目 
東京都（以下「都」という。）と三多摩管工事協同組合（以下「組合」という。）

は、災害時における水道施設等の応急措置の協力に関する協定（以下「協定」と

いう。）第 7 条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項に関して、次のとおり

定める。 
（定義） 
第 1 条 協定第 2 条の水道施設等の応急措置とは、給水装置及び配水管の復旧

並びに仮設給水栓の設置に係る業務をいう。 
2 前項の仮設給水栓とは、給水栓からの給水を確保する目的で、都が必要と判

断した場合に、給水管から分岐して設置する仮設の給水栓をいう。 
（協力要請の方法） 
第 2 条 地震災害等の発生により都が給水対策本部を設置した場合において、

協定第 1 条により、水道施設等の応急措置の協力の要請（以下「協力要請」と

いう。）を行うときは、都は、組合に対して、文書により、協力要請するもの

とする。この場合において、組合は、都の協力要請に対して、文書により承諾

するものとする。ただし、文書により難い場合には、この限りではない。 
（緊急連絡網の提出） 
第 3 条 協定第 5 条の緊急連絡網は、組合の組合員である事業者（以下「事業

者」という。）で構成するものとする。 
2 組合は、緊急連絡網を変更したときは、都に速やかに報告するものとする。 
（緊急通行車両の扱い） 
第 4 条 組合は、地震災害等の発生により交通規制が行われた場合において、

協定第 3 条の規定により事業者をして都の指示する水道施設等の応急措置を

行わせるときの緊急通行車両等確認証明書及び緊急標章の取扱いについては、
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事業者をして、都が別に定める取扱いに従わせるものとする。 
（応急措置に必要な材料の扱い） 
第 5 条 協定第3条の規定による配水管の応急措置の実施に必要な配水管材料

については、原則都が組合に支給する。 
2 組合は、協定第 3 条の規定による給水装置の応急措置の実施に必要な給水装

置用材料その他の資器材について、自ら調達するものとする。 
3 都は、前項の給水装置用材料その他の資器材に不足が生じた場合には、組合

と協力してその確保に努めるものとする。 
（応急措置の完了に伴う報告） 
第 6 条 組合は、水道施設等の応急措置が完了したときには、都に速やかに報

告するものとする。 
（費用の算出） 
第 7 条 協定第 4 条に規定する、協定に基づく都の指示による水道施設等の応

急措置の費用（以下「応急措置の費用」という。）は、当該応急措置に係る都

による工事完了検査の後、都及び組合が協議して算出するものとする。 
（費用の請求及び支払） 
第 8 条 組合は、第 6 条による報告後、前条により算出した応急措置の費用を

都に請求するものとする。 
2 都は、前項により組合から応急措置の費用の請求を受けた場合には、これを

確認し、組合に支払うものとする。 
（第三者に及ぼした損害の扱い） 
第 9 条 組合は、協定第3条の規定による水道施設等の応急措置の実施に伴い、

組合又は事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち、都の責めに帰すべ

き事由により生じたものについては、都が負担する。 
（従事者の補償） 
第 1 0 条 都は、協定第 3 条の規定による水道施設等の応急措置に従事した者

がそのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となっ

たときは、災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する

条例（昭和 38 年東京都条例第 38 号）で定めるところに準じ、その損害を補

償するものとする。 ＇ 
（その他） 
第 1 1 条 この実施細目に定めがない事項又は内容に疑義が生じた場合は、都

及び組合が協議の上定めるものとする。 
（適用期間） 
第 1 2 条 この実施細目の有効期間は、締結の日から平成 25 年 3 月 31 日まで
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とする。ただし、期間満了 1 か月前までに都又は組合いずれかの意思表示が

ないときは、この実施細目の有効期間を 1 年間延長するものとし、以後この

例による。 
2 （略） 
 
この実施細目を証するため本書 2 通を作成し、都及び組合が記名押印の上、

各自 1 通を保有する。 
平成 24 年 5 月 24 日 
東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 
東京都 代表者 公営企業管理者 東京都水道局長 
東京都立川市柴崎町五丁目 11 番 23 号 
三多摩管工事協同組合 理事長 
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資料７ 
応援派遣に係る水道施設等の応急措置の協力に関する協定 

東京都（以下「甲」という。）と三多摩管工事協同組合（以下「乙」という。）

とは、甲が行う水道事業の給水区域外における配水管及び給水装置（以下「水道

施設等」という。）の応急措置業務に対する協力に関して、次のとおり協定を締

結する。 
（協力の要請） 
第 1 条 甲は、甲が行う水道事業の給水区域外で災害が発生し、（公社）日本水

道協会等を通じた被災水道事業体からの応援要請が甲へあった場合において、

乙の協力が必要であると判断したときは、乙に対して水道施設等の応急措置

の協力の要請（以下「協力要請」という。）をすることができる。この場合に

おいて、乙は、甲に協力するとともに、乙の組合員をして甲に協力させるもの

とする。 
（業務等の実施） 
第 2 条 乙が甲の協力要請により、甲が行う水道事業の給水区域外で水道施設

等の応急措置を実施するときは、乙は甲の指示に基づき、乙の組合員に指示す

るものとする。 
（体制の連絡） 
第 3 条 甲は、災害派遣に備える事業所の当番表その他協力要請への対応に必

要な情報を乙に提供するものとする。 
2 乙は、甲の協力要請に対し、迅速に対応するため、緊急連絡網を作成し、甲

に提出するものとする。 
（費用の負担） 
第 4 条 この協定に基づく甲の指示による水道施設等の応急措置の費用は、甲

が負担する。 
（実施細目） 
第 5 条 この協定の実施に関し、必要な事項は、甲及び乙が協議して実施細目

を定めるものとする。 
（協議） 
第 6 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について疑義が生じた

ときは、甲乙協議して定めるものとする。 
（適用期間） 
第 7 条 この協定の有効期間は締結の日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。

ただし、甲乙いずれかの終了の意思表示がないときは、この協定の有効期間を 

1 年間延長するものとし、以後、この例による。 
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この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を

保有するものとする。 
平成 29 年 3 月 10 日 

東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 
甲 東京都 代表者 公営企業管理者 東京都水道局長 

東京都立川市柴崎町五丁目 11 番 23 号 
乙 三多摩管工事協同組合 理事長 
 
 

応援派遣に係る水道施設等の応急措置の協力に関する協定実施細目 
東京都（以下「甲」という。）と三多摩管工事協同組合（以下「乙」という。）

とは、応援派遣に係る水道施設等の応急措置の協力に関する協定（以下「協定」

という。）第 5 条の規定に基づき、協定の実施に必要な事項に関して、次のとお

り定める。 
（定義） 
第 1 条 協定第 1 条の水道施設等の応急措置とは、給水装置及び配水管の復旧

並びに仮設給水栓の設置に係る業務をいう。 
2 前項の仮設給水栓とは、給水栓からの給水を確保する目的で、甲が必要と判

断した場合に、給水管から分岐して設置する仮設の給水栓をいう。 
（協力要請の方法） 
第 2 条 甲は、甲が行う水道事業の給水区域外で災害が発生し、（公社）日本水

道協会等を通じて被災水道事業体から応援要請があった場合において、協定

第 1 条に基づき、乙に対して協力要請を行うときは、文書によるものとする。

この場合において、乙は、甲の協力要請に対して、文書により承諾するものと

する。ただし、文書により難い場合には、この限りではない。 
（緊急連絡網の提出） 
第 3 条 協定第 3 条第 2 項に基づき、乙が作成する緊急連絡網は、乙の組合員

で構成するものとする。 
2 乙は、緊急連絡網を変更したときは、甲に速やかに報告するものとする。 
（緊急通行車両の扱い） 
第 4 条 協定第 2 条の規定に基づき、乙の組合員が甲の指示に基づいてなされ

る乙の指示に従って水道施設等の応急措置を行う場合において、応援派遣先

又はその道中で交通規制が実施されたときは、乙の組合員は、甲が交付する緊

急通行車両等確認証明書及び緊急標章を取り扱うものとする。 
（資器材の扱い） 
第 5 条 協定第2条の規定に基づく水道施設等の応急措置の実施に必要な給水
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装置用材料、仮設給水栓用材料、配水管その他の資器材については、派遣先事

業体等からの提供を受け、又は乙が自ら調達するものとする。 
2 甲は、前項の資器材に不足が生じた場合には、乙と協力してその確保に努め

るものとする。 
（応急措置の完了に伴う報告） 
第 6 条 乙は、水道施設等の応急措置が完了したときには、甲に速やかに報告

するものとする。 
（費用の負担） 
第 7 条 協定第 4 条に規定する、協定に基づく甲の指示による水道施設等の応

急措置の費用（以下「応急措置の費用」という。）は、当該応急措置に係る甲

による工事完了検査の後、甲乙協議して算出するものとする。 
（費用の請求及び支払） 
第 8 条 乙は、第 6 条に基づく報告後、前条により算出した応急措置の費用を

甲に請求するものとする。 
2 甲は、前項により乙から応急措置の費用の請求を受けた場合には、これを確

認し、乙に支払うものとする。 
（第三者に及ぼした損害の扱い） 
第 9 条 乙は、協定第2条の規定に基づく水道施設等の応急措置の実施に伴い、

乙又は組合員の責めに帰すべき事由により第三者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべ

き事由により生じたものについては、甲が負担する。 
（従事者の補償） 
第 10 条 甲は、協定第 2 条の規定に基づき水道施設等の応急措置に従事した

者がそのために死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は障害の状態となったとき

は、災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭

和 38 年東京都条例第 38 号）で定めるところに準じ、その損害を補償するも

のとする。 
（その他） 
第 11 条 この実施細目に定めがない事項又は内容に疑義が生じた場合は、甲

乙協議の上定めるものとする。 
（適用期間） 
第 12 条 この実施細目の有効期間は、締結の日から平成 30 年 3 月 31 日まで

とする。ただし、甲乙いずれかの終了の意思表示がないときは、この実施細目

の有効期間を 1 年間延長するものとし、以後、この例による。 
 
この実施細目を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通
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を保有する。 
平成 29 年 3 月 10 日 

東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 
甲 東京都 

代表者 公営企業管理者 東京都水道局長 
東京都立川市柴崎町五丁目 11 番 23 号 

乙 三多摩管工事協同組合 理事長 
 
 

【関連資料】 
・災害対策計画 
・災害時行動マニュアル 
・災害時情報伝達訓練マニュアル 
・災害時相互応援に関する協定書（142 頁） 
・防災訓練（157 頁） 
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令和６年能登半島地震 

復旧支援派遣の経緯とその概要 

三多摩管工事協同組合 
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資料８ 
災害時における水道施設等の応急措置に関する協定 

横浜市（以下「甲」という。）と横浜市管工事協同組合（以下「乙」という。）

は、災害時における水道施設等の応急措置等に関し、次のとおり協定を締結する。 
（趣旨） 
第 1 条 この協定は、横浜市内及び市外で地震、風水害その他の災害が発生し

た場合又は災害が発生する恐れがある場合（以下「災害時等」という。）にお

ける、水道施設等の応急措置の協力に関し、甲が、乙に要請する場合の手続等

について定めることを目的とする。 
（定義） 
第 2 条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 
(1) 災害 災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 2 条第 1 号に規定する

災害及び渇水等により生じる被害をいう。 
(2) 応急措置 被災地で行う復旧活動、応急給水活動、その他の必要な措置をい

う。 
（協力要請） 
第 3 条 甲は、災害時等において、乙に対し応急措置の協力を要請することが

できるものとする。 
2 前項の規定による要請を受けた乙は、必要な要員、資機材等を調達し、応急

措置を実施するものとする。 
（要請手続） 
第 4 条 前条に定める要請は、甲が災害時等の状況、場所、期間、活動内容、

希望する人員、機材等について、乙に対して口頭や文書による連絡をもって行

うものとする。 
（応急措置の実施） 
第 5 条 第 3 条第 2 項の規定に基づき出動した乙の組合員（以下「組合員」と

いう。）は、甲の指揮者の指揮監督に従い応急措置に従事するものとする。 
（報告） 
第 6 条 乙は、応急措置を実施したときは次に掲げる事項を、口頭、電話等に

より甲に報告した後、速やかに甲に文書で提出するものとする。 
(1) 応急措置の内容 
(2) 組合員名（会社名）及び責任者 
(3) 応急措置に従事した要員、資機材等 
(4) 応急措置の従事期間 
(5) その他必要な事項 
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（経費負担） 
第 7 条 乙が、この協定に基づく応急措置のために要した経費については、甲

が負担するものとする。 
（人員、機材等の報告） 
第 8 条  乙は、この協定による応急措置に出動させることができる人員、機材

等の状況について、毎年 6月末日までに甲に対し文書で報告するものとする。 
（災害補償及び損害賠償） 
第 9 条 この協定に係る業務に従事した乙に所属する者が、それらの業務に起

因して死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合

においては、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）その他の法令

等の規定による補償等が行われるときを除き、甲は、当該業務に従事した乙に

所属する者に、横浜市消防団員等公務災害等補償条例（平成 9 年 10 月横浜市

条例第 60 号）の規定を準用し、補償等を行うものとする。 
2 応急活動に伴い第三者に損害を与えた場合における損害賠償については、甲

乙協議して定めるものとする。 
（訓練への協力） 
第 10 条  乙は、通常時に甲が行う応急給水及び復旧に関する訓練について、

甲の要請に対し協力するものとする。 
なお、訓練参加時に掛かる費用については、乙が負担するものとする。 

（実施細目） 
第 11 条 この協定の実施に関して必要な細目事項については、甲乙協議の上、

定めるものとする。 
（旧協定の廃止） 
第 12 条  甲乙の間で平成 17 年 4 月 1 日に締結した、横浜市水道施設に係る

災害時等の応急措置の協力に関する協定は、この協定の締結と同時に廃止す

る。 
（協議） 
第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合

は、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。 
（実施期日） 
第 14 条 この協定は、協定締結の日から実施する。 
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙署名押印の上、各 1 通

を保有する。 
平成 29 年 1 月 27 日 
甲 横浜市中区港町 1 丁目 1 番地 
  横浜市 横浜市水道事業管理者 水道局長 
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乙 横浜市中区扇町 1 丁目 2 番地の 1 
  横浜市管工事協同組合 理事長 
 
 

災害時における水道施設等の応急措置に関する協定実施細目 
（趣旨） 
第 1 条 この実施細目は、横浜市（以下「甲」という。）と横浜市管工事協同組

合（以下「乙」という。）が平成 29 年 1 月 27 日に締結した災害時における水

道施設等の応急措置に関する協定（以下「協定」という。）第 11 条の規定に基

づき、協定実施の細目に関し必要な事項を定めることを目的とする。 
（応援内容） 
第 2 条 甲から応援要請を受けた乙は、応急給水活動及び復旧活動について必

要な措置を行うものとする。 
2 応急給水活動は、次のとおりとする。 
(1) 発災時又は災害の恐れがある場合における甲が指定する災害時給水所への

参集 
(2) 甲が所有する給水タンクを使用して各地域防災拠点への運搬給水 
(3) 甲が所有するキャンバス水槽の各地域防災拠点への設置 
(4) 緊急給水栓の開設及び応急給水 
(5) 災害拠点病院及び救急告示医療機関への消火栓からの応急給水 
(6) 災害用地下給水タンクの開設の補助 
(7) その他、応急給水活動に係る甲からの要請事項 
3 復旧活動は、次のとおりとする。 
(1) 給水管の復旧（第一止水栓までの修繕） 
(2) 配水管の復旧（口径 50 ミリメートル以下の修繕及び幹線を除く口径 75 ミ

リメートル以上の軽微な修繕） 
(3) 被災地の漏水調査及びパトロール 
(4) 補助止水栓等の閉止作業及び市民へのチラシの配布 
(5) 資機材の運搬 
(6) 給水材料等の提供 
(7) その他、復旧活動に係る甲からの要請事項 
4 前 2 項の活動については、甲からの要請により実施するものとする。 
（連絡担当者・災害時給水所の担当者に関する報告） 
第 3 条 乙は、甲から応援要請があった場合に備えて、乙の組合員（以下「組

合員」という。）と連絡調整ができる体制を整え、連絡担当者について第 1 号

様式により毎年 4 月末日までに甲に報告を行うものとする。また、変更が生



103 

じた場合は、その都度同様式により報告を行うものとする。 
2 前条第 2 項第 1 号及び第 5 号で規定する災害時給水所並びに災害拠点病院

及び救急告示医療機関において、応急給水活動を行う乙の各支部担当者（優先

順位を最低 2 位まで記載）を決め、毎年 4 月末までに甲に対し報告をするも

のとする。 
（応援及び訓練の要請の手続き） 
第 4 条 甲から乙への応援要請は、第 2 号様式により行うものとする。 
2 前項に規定する要請を受けた乙は、応援体制について取りまとめ、第 3 号様

式により甲へ報告するものとする。 
3 甲の各区を所管する水道事務所の長（以下「所属の長」という。）は、乙の各

行政区の支部担当者と応援内容について連絡調整を行うものとする。 
4 前項に規定する連絡調整については、電話、ファックス、メール等により行

うものとする。 
5 協定第 10 条に規定する訓練の協力要請は、第 4 号様式により行うものとす

る。 
6 前項に規定する要請を受けた乙は、訓練協力体制について取りまとめ、第 5
号様式により甲へ報告するものとする。 

（緊急車両の事前確認） 
第 5 条 乙は、甲からの応援要請に備えて緊急車両として使用する車両のリス

ト、その自動車の自動車検査証の写し及び組合員であることを証明できる書

類を事前に作成し、年 1 回 6 月に確認する。  
（緊急車両の取扱い） 
第 6 条 甲からの応援要請により、組合員が活動する緊急車両については、甲

が各区を所管する警察署へ申請を行い、緊急通行車両等確認証明書及び確認

標章を乙に配付するものとする。 
2 乙は、甲が前項の申請を行うに当たり、組合員が使用する緊急車両について、

使用する車両のリスト、自動車検査証の写し 1 通及び乙が組合員であること

を証明できる書類を甲へ提出するものとする。 
3 乙は、甲から配付された緊急通行車両等確認証明書を、応急給水活動及び復

旧活動に使用する車両内に保管するとともに、確認標章を車両の前面の見え

やすい場所に提示するものとする。 
4 乙は、甲からの応援要請が解除された時点で、すみやかに緊急通行車両等確

認証明書及び確認標章を甲へ返却するものとする。 
5 甲から緊急通行車両等確認証明書及び確認標章を配付された車両は、甲の指

定するガソリンスタンドで給油することができる。また、燃料の費用について

は、一時乙が負担し後日、乙からの請求により甲が精算するものとする。 
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（情報の共有について） 
第 7 条 甲乙は、応急給水活動及び復旧活動に必要な事項について、年 1 回以

上、相互で確認を行うものとする。 
（協議） 
第 8 条 本実施細目に定めのない事項又は本実施細目の内容に疑義が生じた

場合は、甲乙協議の上、その都度定めるものとする。 
 

本実施細目の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙署名押印の上、各

自その 1 通を保有する。 
平成 29 年 1 月 27 日 
甲 横浜市中区港町 1 丁目 1 番地 
    横浜市 横浜市水道事業管理者 水道局長 
乙 横浜市中区扇町 1 丁目 2 番地の 1 
  横浜市管工事協同組合 理事長 
 
 
【関連資料】 
・地震時における地域防災拠点の防災水栓トイレ設備等の協力に関する協定 
・同協定に係る実施細目 
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資料９ 
災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関する協定書 

神奈川県企業庁水道施設地震災害対策計画及び神奈川県企業庁水道施設風水

害等対策計画の定めるところにより、災害時における応急給水及び復旧工事の

協力について、神奈川県企業庁企業局長（以下「甲」という。）と神奈川県管工

事業協同組合理事長（以下「乙」という。）とは、次のとおり協定を締結する。 
（目的） 
第 1 条 この協定は、災害時における応急給水及び被害を被った水道施設の復

旧工事を円滑に実施することを目的とする。 
（協力要請） 
第 2 条 甲は、前条の目的を達成するため、乙に協力を要請し、乙はこれに協

力するものとする。 
2 甲は、乙に前項の協力を要請するときは、指示書又は電話等により必要な機

材、工事内容、工事場所等を明示するものとし、 乙はこれに基づき、神奈川

県管工事業協同組合支部長に連絡し、当該支部の組合員に応急給水及び復旧

工事を行わせるものとする。 
3 乙は、各支部の作業が広域におよび支部をまたがる場合は各支部間の調整を

行うものとする。 
4 甲は、他事業体から災害時相互応援協定等により応援要請された場合は、乙

と協議し応援派遣を要請できるものとする。 
この場合、乙は、甲の要請に基づき各支部に応援派遣を指示するものとする。 

5 乙は、甲が行う企業庁災害対策訓練に可能な限り協力するものとする。 
（契約） 
第 3 条 応急復旧工事の実施契約は、後日、応急復旧工事を実施する水道営業

所長と乙との間で締結するものとする。 
2 甲が、乙に神奈川県外を含む給水区域外の応援派遣を委託する場合において

は、甲と乙とで、派遣業務に係る契約を締結するものする。 
（連絡窓口） 
第 4 条 この協定に関する連絡窓口は、次のとおりとする。 
甲 横浜市中区日本大通 1 

神奈川県企業庁企業局水道部計画課 
電話 

乙 海老名市中央 3－3－12 
神奈川県管工事業協同組合 
電話 

（協定の適用期間） 



106 

第 5 条 この協定の有効期間は、締結の日から平成 2 8 年 3 月 3 1 日までとす

る。ただし、有効期間満了 3 0 日前までに、甲又は乙が何らかの意思表示を行

わないときは、この協定の有効期間を 1 年間延長するものとし、以後この例

によるものとする。 
（協議事項等） 
第 6 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容について疑義等が生

じ若しくは内容を変更する必要が生じたときは、必要に応じて甲と乙が協議

のうえ、決定するものとする。 
この協定の締結を証するため本書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各

自その 1 通を保有するものとする。 
平成 27 年 2 月 16 日 
甲 横浜市中区日本大通 1 
  神奈川県企業庁 企業局長 
乙 海老名市中央 3－3－12 
  神奈川県管工事業協同組合 理事長 
 
 
【関連資料】 
・組合災害対策計画（本部、各支部共通、共通資料、各支部） 
・同 被災対応マニュアル 
・災害時相互応援に関する協定（142 頁） 
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組合災害対策計画（災害時応援受入体制編） 
第 1 章  目 的 
この計画は、地震等の大規模災害時において神奈川県企業庁から神奈川県管

工事業協同組合（以下「組合」という。）へ応援の要請があった場合に、神奈川

県営水道の給水区域内で応援活動を実施する他施工業者（以下「応援隊」とい

う。）の受入等を円滑に行うことを目的とする。 
第 2 章 基本方針 
1 災害対策本部の設置 
理事長は、企業庁災害対策本部、水道現地対策本部から協力要請があった場合

は、災害対策本部を設置し、施工業者の応援受入等に係る応急対策諸活動（以下

「応急対策諸活動等」という。）を組織的に進める。 
2 組合員の配備体制 
理事長は、あらかじめ組合員の配備計画を作成し組合員に周知する 。また、

組合員は原則として配備計画であらかじめ定められた場所に参集し、応急対策

諸活動等に従事する。 
3 初動体制 
組合は、対策本部が設置され組織的な活動が開始されるまでの間、参集できて

いる組合員により初動体制として初期活動を実施する。 
4 情報連絡体制 
各対策本部の内外における情報連絡内容や通信手段、方法を定め、災害時の情

報連絡活動を円滑に実施する。 
5 緊急措置 
各対策本部は、災害発生後、被害を受けた水道営業所管内の施設の二次災害の

防止などの緊急措置を実施する。 
6 応急復旧対策 
各対策本部は災害発生後、企業庁災害対策本部から協力要請があった場合は、

直ちに水道施設の被害状況を調査し、調査結果を報告するとともに、水道営業所

災害対策本部が作成した応急復旧計画に基づき、速やかに応急復旧工事を実施

する。 
7 応急給水対策 
各対策本部は、市町が行う応急給水活動を可能な範囲において応援する。 

第 3 章 事前準備 
企業庁災害対策本部からの指示により、次の準備を行う。 

1 宿泊施設 
基本は、応援隊で確保することとなるものの組合は市町の施設などの関連情

報を可能な限り提供する。 
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なお、水道施設や組合に受入スペースがある場合は、収容可能人数を予め一人

3 ㎡で算定し、可能な限り受け入れる。（参考：県水会館 2 階大会議室約 80 名収

容可能） 
2 食 糧 
基本は、応援隊で準備する。 

3 携帯電話、パソコン等 
基本は、応援隊で準備する。 

4 車 両 
(1) 緊急通行車両 
原則、応援隊が緊急通行車両確認証明書及び標章の交付の手続きを行う。 

(2) ガソリン 
補給場所や補給方法については、応急復旧活動は企業庁、応急給水活動は市町

からの指示・連絡を受ける。 
第 4 章 応援受入体制 
1 応援隊の集合場所 
集合場所は、神奈川県企業庁寒川浄水場（または谷ケ原浄水場）とする。企業

庁災害対策本部からの依頼により、組合でも可能な限り受け入れる。 
2 受援調整 
災害時における応援受入体制の班長を災害対策担当執行部副理事長とし、本

部専務理事が補佐するものとする。また、次の担当は、本部災害対策委員と本部

事務局が行う。 
(1) 計画担当 
企業庁災害対策本部からの指示により、応援隊受入計画を策定する。 

(2) 連絡担当 
応援隊受入計画に沿って、関係機関との連絡、調整を行う。 

(3) 受入担当 
応援隊へ必要な地図等を提供する。 

第 5 章 応急復旧活動 
水道営業所災害対策本部の指示のもと、次により応急復旧活動の応援を行う。 

1 応急復旧 
送配水管、給水管の修理や被害を受けた管路の漏水調査、必要なバルブ操作、

写真撮影や報告書作成を行う。 
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2 応援隊の班編成 
基本は次表による。派遣期間は 1 週間程度とする。 

応 援 隊 

班 編 成 備 考 

通水及び漏水調査班 4名（責任者1名、作業員3名） 局職員 

修 理 班 6 名（施工業者作業員） 施工業者 

3 必要な資機材等 
ヘルメット、蛍光ベストなど必要な資機材は、応援隊が準備する。 

第 6 章 応急給水活動 
1 応急給水 
支部対策本部は、水道営業所災害対策本部の指示のもと、次により応急給水活

動の応援を行う。 
(1) 運搬給水 
指定された配水池等の運搬給水基地で注水し、給水タンク車等により、指定さ

れた場所に給水する。 
(2) 直接給水 
市町から仮設給水栓 （臨時給水栓）等による給水の要請があった場合に行う。 

2 応援隊の班編成 
支部対策本部は、水道営業所災害対策本部の指示のもと、次による班編成で行

う。 
(1) 給水拠点での給水 
給水タンク車 1 台につき、1 班 2 名体制による。 

(2) 移動による給水 
給水タンク車 1 台につき、運転手を 1 名増員の 1 班 3 名体制による。 

3 必要な資機材等 
ヘルメット、蛍光ベストなど必要な資機材は、応援隊が準備する。 

第 7 章 その他 
1 非常食の確保 
各支部においては、災害発生後、応急対策諸活動等に従事する組合員の食糧の

確保に努める。 
2 災害対策用品の備蓄 
各支部においては、応急対策諸活動等に必要な災害対策用品を備蓄、管理する。 

附 則 
1 この計画は、令和 2 年 7 月 15 日から適用する。 
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資料 10 
令和６年能登半島地震による水道施設の災害に伴う応援協定書 

 
 ○○町長 ○○ ○○（以下「甲」という。）と○○管工事協同組合理事長 

○○ ○○（以下「乙」という。）は、次の通り協定する。 
 

（目 的） 
第１条 この協定は、甲が管理する水道施設の令和６年能登半島地震による被

害を早期に回復するため、乙の協力を得て、応急復旧工事等を実施することを

目的とする。 
（応援要請） 
第２条 前条の目的を達成するため、甲は、応急復旧工事等を実施する必要が

あると認めたときは、日本水道協会石川県支部を経由し乙に応援を要請する。 
（復旧活動） 
第３条 乙は、前条の要請があったときは、乙の組合員の中から施工業者を選

抜するものとする。 
２ 前項により選抜された施工業者は、甲が指定する期間内に、甲が現場に派

遣した職員又は甲の応援水道事業体職員（以下「職員等」という。）の指示に

従い、応急復旧工事等を実施する。 
３ 前項の職員等が派遣されない場合は、甲の了解を得て、応急復旧工事等を

実施する。 
（着工報告） 
第４条 施工業者は、応急復旧工事等に着手したときは、その状況を速やかに

甲に報告する。 
（完了報告） 
第５条 施工業者は、応急復旧工事等を完了したときは、甲に完了報告書を提

出する。 
（費用の立替え） 
第６条 前条の規定により生じた費用は、施工業者が一時立て替えるものとす

る。 
（負担金の支払い） 
第７条 前条の規定により施工業者が一時立て替えた費用に係る負担金の額

は、甲が定める単価等により積算し、協議のうえ定めるものとする。 
２ 乙は、第５条の完了報告書の提出がなされたときは、所定の請求書により

甲に負担金を請求するものとし、甲は、この請求書を受理した日から４０日以

内に支払うものとする。 
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（報告事項） 
第８条 乙は、応急復旧工事等を円滑に進めるため、必要な資材、機材及び人

員の把握に努め、甲からの要請により報告する。 
（疑義の解釈） 
第９条 この協定に定める事項に疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない

事項については、その都度甲乙協議のうえ解決するものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、本協定を２通作成し、甲、乙双方が記名押印

のうえ、各自１通を保有するものとする。 
 
 令和６年 月  日 
甲  ○○町長 
    ○○ ○○ 
乙  ○○管工事協同組合理事長 
    ○○ ○○ 

 
 
 

協議書 
 

令和６年能登半島地震による水道施設の災害に伴う応援協定書第７条第１項の

規定に基づき、令和６年 月  日に要請した応急復旧に要した負担金の額に

ついては、甲乙協議のうえ下記のとおり定める。 
記 

 令和６年能登半島地震による災害に係る経費については、 
 （別紙 ○○管工事協同組合経費内訳書）とする。 
 

○○，○○○，○○○円 
 

 令和６年  月  日 
甲  ○○町長 

                      ○○ ○○ 
乙  ○○管工事協同組合理事長 

                      ○○ ○○ 
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　　　　　【積算表】企業局協力会の派遣にかかる費用積算について

(１)工事費

①労務費（公共工事設計労務単価より）

人員構成 人数 労務単価 計 諸経費 合計

一般土木世話役 1人 ¥30,700 ¥30,700

配 管 工 2人 ¥26,312 ¥52,624

運 転 手 1人 ¥24,400 ¥24,400

特 殊 作 業 員 1人 ¥28,200 ¥28,200

普 通 作 業 員 1人 ¥24,000 ¥24,000

合　　計 6人 ¥159,924 ¥148,569 ¥308,400 （百円未満切捨）

１名当たり(日) ¥51,400 （百円未満切捨）

※編成によっては、人員増の場合あり。 １名当たり(時間) ¥6,400 （百円未満切捨）

※諸経費は水道事業実務必携より、諸経費率を0.929として計算 ※超過勤務単価

　(諸経費＝共通仮設費＋現場管理費＋一般管理費)

②機械器具損料及び燃料費　(建設機械等機械損料表より)

機械構成 台数 詳細 日当たり損料(台) 日当たり燃料費(台) 計

作 業 車 1台 2tダンプ ¥6,018 ¥2,877 ¥8,895

工 作 車 2台 2tトラック ¥4,014 ¥2,544 ¥13,116

〃 1台 4tトラック2.9t吊 ¥9,246 ¥4,267 ¥13,513

掘 削 機 械 2台 小型バックホウ ¥9,450 ¥2,419 ¥23,738

修 理 機 材 1台 コンクリートカッター ¥1,070 ¥875 ¥1,945

〃 1台 発電機 ¥2,700 ¥2,335 ¥5,035

〃 1台 水中ポンプ ¥646 (発電機で計上) ¥646

〃 1台 タンパ ¥662 ¥1,145 ¥1,807

乗 用 車 1台 ライトバン ¥3,162 ¥2,576 ¥5,738

合　　計 ¥74,400 （百円未満切捨）

(２)日当・旅費

日 当

宿 泊 費

合　　計 ¥13,100

　企業局協力会の派遣人員の旅費格付けを金沢市職員等旅費条例第２条第２項に定め
るところの１級として積算し、支給する。

¥2,200

¥10,900
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令和　6年　 月　 日 　曜日 会社名

労務費

人数 労務単価 小計　① 小計　② 小計　③ 計①+②⁺③ 諸経費 合計
時間 0.929

30,700 0 4,797 0 41,445 0 0 0
26,312 0 4,111 0 35,521 0 0 0
24,400 3,813 32,940
28,200 0 4,406 0 38,070 0 0 0
24,000 3,750 32,400

安全・食事手当
人数 労務単価 小計　① 小計　② 小計

26,000 0 4,063 0 -             0
労務費合計 0

機械器具損料及び燃料費

機械構成 損料 日・燃料費 小計 使用数 計
作業車 2ｔ　ダンプ 9,800 3,000 12,800 0
作業車 3ｔ　ダンプ 13,300 3,000 16,300 0
作業車 4ｔ　ダンプ 15,100 4,500 19,600 0
作業車 4ｔ　ユニック　2.9ｔ吊 21,800 4,500 26,300

掘削機械 バックホウ0.1ｍ3級 14,300 3,000 17,300 0
バックホウ0.28ｍ3級 13,760 5,000 18,760 0
油圧ブレーカー0.16ｍ3級 18,850 5,000 23,850 0

工作車 2ｔ　アルミバン 15,500 3,000 18,500 0
その他配管工具 50,000 50,000 0
（穿孔機・圧着機・エンジンカッター・パイプレンチ・モンキー・ドライバー・トルクレンチ・電動インパクト・等）

土木掘削及び埋戻し工具

コンクリートカッター（ブレード付）249号線カッター屋依頼
電動ハンマー 3,000 3,000 0
発電機　2.3ｋｗ 4,000 2,335 6,335 0
水中ポンプ （ホース10ｍ） 1,200 1,200 0
簡易ウェルポイント （ライザー管　4本） 7,100 7,100 0
安全ドラム（漏電遮断器付き） 3,500 3,500 0

4,000 1,145 5,145 0
タンパ　40～60㎏級 3,450 1,145 4,595 0
転圧プレート40㎏級 1,500 1,000 2,500 0

10,000 10,000 0
その他 車載簡易トイレ 16,800 0

軽バン　660㏄ ガソリン 8,800 3,000 11,800 0
ワンボックス　2000㏄～3500㏄軽油 14,500 3,000 17,500 0

機械器具損料及び燃料費合計 0 Ｂ

〇〇町～△△町　移動費（110㎞/ｈ） 片道 3,300 台数 0 Ｃ
小計

日当 2,200 人数 0
宿泊費 10,900 人数 0 合計 0 Ｄ

 月 日　総合計（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 0

安全施設

詳細

タンパ　

時間外　125％ 諸経費①+②×0.3 危険・食事手当　人数
交通整理員 0

配管工
運転手

特殊作業員
普通作業員

一般土木世話役

人員構成 時間外　125％ 休日割増135％
土・日・祝
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資料 11 
令和６年奥能登豪雨による水道施設の災害に伴う応援協定書 

 
 ○○市長 ○○ ○○（以下「甲」という。）と○○管工事協同組合理事長 ○

○ ○○（以下「乙」という。）は、次の通り協定する。 
（目 的） 
第１条 この協定は、甲が管理する水道施設の令和６年奥能登豪雨による被害を

早期に回復するため、乙の協力を得て、応急復旧工事等を実施することを目的と

する。 
（応援要請） 
第２条 前条の目的を達成するため、甲は、応急復旧工事等を実施する必要があ

ると認めたときは、日本水道協会石川県支部を経由し乙に応援を要請する。 
（復旧活動） 
第３条 乙は、前条の要請があったときは、乙の組合員の中から施工業者を選抜

するものとする。 
２ 前項により選抜された施工業者は、甲が指定する期間内に、甲が現場に派遣

した職員又は甲の応援水道事業体職員（以下「職員等」という。）の指示に従い、

応急復旧工事等を実施する。 
３ 前項の職員等が派遣されない場合は、甲の了解を得て、応急復旧工事等を実

施する。 
（着工報告） 
第４条 施工業者は、応急復旧工事等に着手したときは、その状況を速やかに甲

に報告する。 
（完了報告） 
第５条 施工業者は、応急復旧工事等を完了したときは、甲に完了報告書を提出

する。 
（費用の立替え） 
第６条前条の規定により生じた費用は、施工業者が一時立て替えるものとする。 
（負担金の支払い） 
第７条 前条の規定により施工業者が一時立て替えた費用に係る負担金の額は、

甲が定める単価等により積算し、協議のうえ定めるものとする。 
２ 乙は、第５条の完了報告書の提出がなされたときは、所定の請求書により甲

に負担金を請求するものとし、甲は、この請求書を受理した日から４０日以内に

支払うものとする。 
（報告事項） 
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第８条 乙は、応急復旧工事等を円滑に進めるため、必要な資材、機材及び人員

の把握に努め、甲からの要請により報告する。 
（疑義の解釈） 
第９条 この協定に定める事項に疑義を生じたとき又はこの協定に定めのない

事項については、その都度甲乙協議のうえ解決するものとする。 
 
 この協定の締結を証するため、本協定を２通作成し、甲、乙双方が記名押印の

うえ、各自１通を保有するものとする。 
 令和６年 月  日 
甲  ○○市水道事業 
○○市長 ○○ ○○ 
乙  ○○管工事協同組合理事長 
○○ ○○ 
 
 

協議書 
 
 「令和６年奥能登豪雨による水道施設の災害に伴う応援協定書」により、令和

年 月 日に要請した応急復旧に要した費用については、同協定書第７条の規

定により、甲乙協議のうえ下記のとおり定める。 
記 

 令和６年奥能登豪雨による災害に係る経費については、 
 （別紙 ○○管工事協同組合経費内訳書）とする。 

○○，○○○，○○○円 
 
 令和７年  月  日 

甲  ○○市水道事業 
○○市長  ○○ ○○ 

乙  ○○管工事協同組合理事長 
                ○○ ○○ 
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十 億 千 百 十 万 円

○○○

月 日

㊞

請 求 書

請求金額
千 百 十

○ ○ ○ ○

上記の金額を請求します。

上記の金額を次の口座に振込願います。

石川銀行 大の里支店 当座預金
口　座　番　号

令和 年

○○市水道企業　　○○市長　　○○　　○○　　様

住 所

組 合 名

氏 名

登 録 番
号

（内容）

番号 項　　　　　　　　　　　　　目 数量 単位 単　価 金　　額　（円）

1 令和６年能登半島地震における水道
応急復旧工事負担金

1 式 0
2

3 内訳

4 修繕工事

5 購入備品

6 外注費

7

8

9

消費税相当額（１０％） 0

10

合　　　　　　　　　　　　　計 0

0

金融機関
支店名

普通預金、
当座預金等

口座番号
１セル１文字

ゴム印でも、入力
でも構いません。

丸印＋角印

金額は、あっ
ていますか？

登録番号は、
あっています
か？

金額は、あっ
ていますか？
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○○管工事協同組合経費内訳書

数量
一式
一式
一式

一式

消費税
総合計

令和７年○月修繕工事分

経費区分 金　　　額 備　　　　考
労務費 内訳は別紙のとおり
機械器具損料 内訳は別紙のとおり
交通移動費・日当・宿泊費 内訳は別紙のとおり

小計 0
購入備品

0
0

外注費 0
合計 0

備品購入費

数量 単位 単価

3 巻 23,507

10％対象

消費税

内　　　容 金　額

埋設シート（無名）　3巻 70,521

64,110

6,411

合　　計 70,521
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資料 12 
災害時における水道施設の復旧応援に関する協定書 

日本水道協会富山県支部（以下「甲」という。）と富山県管工事業協同組合連

合会（以下「乙」という。）は、災害時における水道施設の復旧応援に関し、次

のとおり協定を締結する。 
（目 的） 
第 1 条 この協定は、地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）によ

り、甲に所属する事業体（以下「事業体」という。）の水道施設に相当の被害が

発生し、速やかな復旧活動を行わなければならない場合において、甲が乙に対し

て応援を要請することについて必要な事項を定め、もって給水の確保を図り、住

民生活の安定に寄与することを目的とする。 
（応援要請） 
第 2 条 甲は、災害により事業体の水道施設に被害が発生し、当該水道施設の

復旧に乙への応援要請が必要であると認めたときは、次の内容を記載した要請

書に基づき、乙に応援を要請するものとする。 
(1) 被害の状況 
(2) 被害発生施設の所在地 
(3) 復旧活動の内容 
(4) 応援要員数及び要請期間 
(5) 必要な資機材、物資等の品目及び数量 
(6) その他復旧活動に関し必要な事項 
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合等においては、電話等によって

行うことができるものとする。この場合においては、甲は、要請後すみやかに乙

に対し要請書を提出するものとする。 
（復旧活動） 
第 3 条 甲が乙に対して要請する復旧活動は、次のとおりとする。 
（1）応急給水活動 
（2）応急復旧活動 
（3）応急復旧資機材の提供 
（4）前 3 号に掲げるもののほか必要な活動 
2 乙は、前項各号の復旧活動について応援の要請を受けたときは、全面的に甲

に協力するものとする。 
（応援要員の派遣） 
第 4 条 乙は、甲から応援の要請を受けたときは、直ちに応急活動を行うため

の応援体制を整え、必要な資機材及び車両等を確保するとともに、甲の指示する

場所に要員を派遣するものとする。 
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（復旧活動の指揮等） 
第 5 条 応援活動の現場における指揮及び必要な連絡調整は、甲が行うものと

する。 
ただし、甲は、応援の規模に応じ指揮命令系統の整理のため必要と認めるとき

は、応援を要請する当該事業体が行うことができるものとする。 
2 応援活動に従事する乙の応援要員は、前項に基づき、甲又は応援を要請する

当該事業体の指示に従うものとする。 
（報 告） 
第 6 条 乙は、復旧活動を実施したときは、別に定める報告書に必要事項を記

入し、速やかに甲に報告するものとする。 
（他の都道府県への復旧応援） 
第 7 条 他の都道府県において、災害により、当該都道府県の事業体の水道施

設に相当の被害が発生し、その復旧活動への支援が必要であると甲が認め、乙に

対して応援の要請を行ったときは、乙は、全面的に協力するものとする。 
（費用負担） 
第 8 条 乙が、この協定に基づく復旧応援活動に要した経費は、当該活動の対

象となった事業体において負担するものとする。 
（労災補償） 
第 9 条 応急復旧により乙の組合員の業務従業者が負傷し、疾病にかかり、又

は死亡した場合は、乙の組合員の労災保険により補償するものとする。 
（連絡体制の整備） 
第 10 条 甲及び乙は、あらかじめ相互の担当者を定めるなど連絡体制を整備す

るとともに、災害により水道施設に被害が発生し、又は被害の発生する恐れがあ

るときは、必要な情報を随時、交換するものとする。 
2 甲及び乙は、前項の担当者を定めたときは、文書により相手方に通知するも

のとする。 
担当者等を変更したときも同様とする。 

（協議事項） 
第 11 条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施について必要な事項及

び定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自

その 1 通を保有する。 
平成 18 年 6 月 26 日 
甲 日本水道協会富山県支部長 富山市長 
乙 富山県管工事業協同組合連合会 会長 
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【関連資料】 
・県有施設の災害時における応急措置等業務に関する協定 
・同 実施細目協定 
・富山市地域見守り活動に関する協定書 
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資料 13 
災害時における水道施設の復旧に関する協定書 

（趣旨） 
第１条 この協定は、埼玉県地域防災計画で想定する大規模な地震災害（以下「災

害」という。）が発生した場合に、災害によって被害が生じた水道施設の復旧作

業に関し、埼玉県地域防災計画に基づく被災市町村もしくは水道事業体（以下 
「市町村等」という。）からの要請により知事が行う資材の調達及び技術者のあ

っせんについて、埼玉県（以下「甲」という。）と埼玉県管工事業協同組合連合

会（以下「乙」という。）との協力事項を定めるものとする。 
（協力要請） 
第２条 甲は、災害発生時において、市町村等からの要請に応じ、乙に対し、水

道施設の応急復旧対策（以下「応急復旧対策」という。）について協力を要請す

るものとする。 
２ 甲は、乙に協力を要請する場合は、次の事項を明らかにして、文書により行

うものとする。ただし、緊急の場合は、電話等により要請を行い、後日、文書を

提出するものとする。 
⑴ 協力要請市町村等 
⑵ 災害が発生した場所 
⑶ 被害の状況 
⑷ 応急復旧対策の内容  
⑸ 必要な資機材及び人員 
⑹ 協力が必要な期間 
⑺ 市町村等の要請担当責任者氏名及び連絡先 
⑻ その他、協力に関して必要な事項 
３ 乙は、前項の規定により要請を受けたときは、速やかに応急復旧対策を行う

ための体制を確立の上、可能な限り甲に協力するものとする。 
４ 前項の規定により出動した乙の会員及び所属員は、市町村等が設置する現地

災害対策本部等の指示により応急復旧対策に従事するものとする。 
（報告） 
第３条 乙は、応急復旧対策が終了した場合は、その旨を甲に報告するものとす

る。 
（費用負担） 
第４条 第２条の要請に基づき乙が実施した応急復旧対策に要した費用につい

ては、別に定めるところによる。 
（災害補償） 
第５条 第２条の要請に基づき乙が実施した応急復旧対策により生じた災害補
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償については、別に定めるところによる。 
（他の都道府県への応援） 
第６条 甲が、被災した他の都道府県からの要請に応じ水道施設の応急復旧対策

について、乙に協力を要請した場合も、乙は、この協定に準じて、可能な限り協

力するものとする。 
（連絡体制等） 
第７条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては埼玉県保健医療部生活衛生

課、乙においては埼玉県管工事業協同組合連合会事務局とする。 
２ 甲及び乙は、あらかじめ相互の担当者を定めるなど連絡体制を整備するとと

もに、災害により水道施設に被害が発生し、又は被害の発生するおそれがあると

きは、必要な情報を随時交換するものとする。 
３ 甲及び乙は、前項の担当者等を定めたときは、文書により相手方に通知する

ものとする。担当者等を変更した場合も同様とする。 
４ 甲及び乙は、協力活動に係る情報伝達を正確に行うために、市町村等を交え

た情報伝達訓練等を共同して実施するものとする。 
（使用資材） 
第８条 甲又は乙は、資材の調達及び復旧活動を迅速に行えるよう、それぞれ水

道事業体又は資材製造業者等の水道用資材の備蓄状況の把握に努め、その情報

を相互に提供しあうものとする。 
２ 甲は、水道事業者ごとに異なる水道用資材について、可能な限り統一を図る

よう、水道事業体に働きかけるものとする。 
（協議） 
第９条 この協定の実施に関して必要な事項及びこの協定に定めのない事項に

ついては、甲乙協議のうえ定めるものとする。 
（有効期間） 
第 10 条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書を

もって協定の終了を通知しない限りその効力を持続する。 
 
本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通

を保有する。 
平成 19 年 3 月 29 日 
甲 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3− 15−1 

埼玉県 埼玉県知事 
乙 埼玉県さいたま市中央区下落合 4− 14−11 

埼玉県管工事業協同組合連合会 会長 
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資料 14 
災害復旧応援出動マニュアル 

令和７年１０月改訂 
広島市指定上下水道工事業協同組合 

 
災害復旧応援出動の実施要領 

（抜粋） 
 

広島市水道局給水区域内災害復旧応援出動 
別紙―1 給水区域内災害復旧応援出動役割分担 
別紙―2 給水区域内災害復旧応援出動フロー図 
別紙―3 給水区域内災害復旧応援出動現場での対応 
別紙―4 災害復旧応援出動組合準備車両・機材 
別紙―5 災害復旧応援出動組合準備工具 

  
他都市災害復旧応援出動 

別紙―6 他都市災害復旧応援出動現地組織図 
   別紙―7 他都市災害復旧応援出動役割分担 

別紙―8 他都市災害復旧応援出動フロー図（128 頁） 
別紙―9 他都市災害復旧応援出動現場での派遣者の対応 
別紙―1 0 災害復旧応援出動組合準備車両・機材（129 頁） 
別紙―1 1 災害復旧応援出動組合準備工具（130 頁） 

 
広島県管工事協同組合連合会相互応援出動 
全管連中国ブロック相互応援出動 
全管連中国・四国ブロック相互応援出動 

別紙―１2 全管連中国・四国ブロック相互応援出動までの流れ（132 頁） 
別紙―1 3 広島県連相互応援出動連絡体制及び役割（133 頁） 
別紙―1 4 全管連中国ブロック相互応援出動連絡体制及び役割（134 頁） 
別紙―1 5 全管連中国・四国ブロック相互応援出動連絡体制及び役割 

（135 頁） 
  
現地対策本部届書等 

様式―1  他都市災害復旧現地対策本部届書 
様式―2  他都市現地災害復旧応援組織表 
様式―3  他都市災害復旧応援派遣者氏名 
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参考資料 

参考―1  災害時における応急措置の協力に関する協定（写） 
参考―2  災害時における水道施設の復旧応援に関する協定書（写） 
参考―3  災害時相互応援に関する協定書 
参考―4  全管連中国ブロック災害時相互応援に関する協定書 

（136 頁） 
参考―5  全管連中国ブロックと全管連四国ブロックとの 

         災害時相互応援に関する協定書（138 頁） 
   参考―6    水道協会準備態勢「震度階級」 

参考―7   被災状況 修繕報告書（配水管用） 
参考―8    水道管折損事故等復旧内容調書 
参考―9    オフセット調書 
参考―1 0   被災状況 修繕報告書（給水管用） 
参考＾1 1   黒板作成様式 
参考―1 2   工事写真撮影要領 

〈参考 7～12 については、受援水道事業体の指示によるもの。〉 
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別紙－１２ 
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別紙―１３ 
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別紙―１４ 

 



135 

別紙―１５ 
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 参考―４ 
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参考―５ 
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資料 15 
災害時における応急給水及び復旧工事に関する 

災害相互応援協定 
 この協定は、四市管工事組合連絡協議会（災害協定の組合）の各組合の地区が、

渇水、地震、風水害等の災害時（以下「災害時」という。）において、水道施設

等に被害を受けた場合、罹災地区が速やかに給水能力を回復できるようにする

ため、四市管工事組合連絡協議会内での各組合の相互応援について、次のとおり

協定を締結する。 
（目 的） 
第 1 条 この協定は、災害時における応急給水及び被害を被った水道施設の復

旧工事等を円滑に実施することを目的とする。 
（協力の要請） 
第 2 条 罹災地区の組合は、災害時において、応急復旧の要請が必要であると

認められるときは、災害協定の組合に応援を要請することができる。 
2 罹災組合は、災害協定の組合に協力を要請するときは、次の各号に掲げる事

項等を、文書で行うものとし、これに基づき災害時の協力を行うものとする。た

だし、緊急を要する場合においては、電話又は口頭により行い、事後速やかに文

書を提出するものとする。 
(1) 災害発生の日時、場所及び状況 
(2)  必要とする応援の内容 
職種別人数・機械・器具・車両の種類及び数量・資材の種類及び数量 

(3) 応援隊及び機械器具等の受入れ場所  
(4)  その他必要な事項 
3 災害協定の各組合の作業が広域に及び各県にまたがる場合は、各県組合間で

調整を行うものとする。 
4 罹災組合は、他事業体から災害時相互応援協定等により応援要請された場合

は、災害協定の組合と協議し応援派遣を要請できるものとする。 
（協 力） 
第 3 条 災害協定の組合は、罹災地区の組合から要請を受けたときは、速やか

に被害の状況、地域等を考慮したうえ、相互応援協定に基づき応援隊を編成し、

災害時の活動に協力するものとする。 
（報 告） 
第 4 条 災害協定の組合は、災害時の応急活動に従事したときは、各地区の被

害状況、水道施設の復旧状況、活動状況等について、速やかに罹災地区の組合へ

報告するものとする。 
（連絡責任者） 
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第 5 条 災害協定の組合は、要請時に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行う

ため、連絡責任者を選任するものとする。 
（労災補償・損害補償） 
第 6 条 応急活動において、災害協定の組合の組合員及びその従業員が負傷し、

疾病にかかり、又は死亡した場合は、災害協定の組合及び組合員各自加入の労災

保険・特別加入労災保険等により補償するものとする。 
2 応急活動により、第三者に損害を与えた場合は、双方の組合が協議のうえ対

処するものとする。 
（共同訓練） 
第 7 条 災害協定の組合は、この目的を達成するため、必要に応じ共同訓練を

実施するものとする。 
（協定組合以外の都市への応援） 
第 8 条 災害協定の組合以外の都市から応援要請を受けたときは、この協定に

基づき応援活動を行うことができるものとする。 
（応急給水及び復旧工事に要する費用） 
第 9 条 応急給水及び復旧工事に要する費用は、協定組合が別途協議の上決定

するものとする。 
（協議事項等） 
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容について疑義等が生じ

若しくは内容を変更する必要が生じたときは、必要に応じて協定組合が協議の

うえ、決定するものとする。 
（有効期限） 
第 11 条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、災害協

定の組合から文書による終了の意思表示がない限り、その効力を継続する。 
 協定の締結の証として、本協定書を各部作成し、各組合記名押印のうえ、各組

合一通を保有する。 
 平成 27 年 10 月 30 日締結 
 《協定組合》（順不同） 
〈愛媛県〉松山市管工事業協同組合 理事長  
〈高知県〉高知市管工事設備業協同組合 理事長  
〈徳島県〉徳島市指定上下水道工事店協同組合 理事長    
〈香川県〉高松市上下水道工事業協同組合 理事長 
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資料 16 
神奈川県管工事業協同組合と三多摩管工事協同組合との 

災害時相互応援に関する協定書 
（趣旨） 
第 1 条 この協定書は、神奈川県管工事業協同組合の給水区域と三多摩管工事

協同組合の給水区域において、地震等の災害により、著しく水道施設に損傷を受

け、被災区域の組合だけでは充分に応急措置が実施できない場合に相手の組合

12 の応援による応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものと

する。 
（連絡体制） 
第 2 条 両組合は、あらかじめ応援体制表（様式 1）により連絡部所を定め   

地震等災害が発生した時は、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。 
（応援の要請手続き） 
第 3 条 応援を要請するときは、応援体制表に定める連絡部所を通じて行うも

のとする。 
2．応援の要請は、次の事項を明らかにして、文書によるものとする。 
ただし、緊急を要する時は電話・ファクシミリ・電子メールをもってすることが

できる。 
この場合は、事後速やかに応援要請書（様式 2）を送付するものとする。 
（1）災害等の状況 
（2）必要資機材及び人員等の応援内容 
（3）応援の場所及び応援場所への経路 
（4）応援の期間 
（5）前各号に定めるもののほか、必要な事項 
（応援内容） 
第 4 条 応援の内容は次のとおりとする。 
（1）応急復旧作業に必要な人員の派遣、資機材の提供 
（2）前各号に定めるもののほか、必要な事項 
（応援体制） 
第 5 条 応援を要請した組合は、災害の状況に応じ、応援する組合関係者の応

援活動に支障をきたさぬ様必要な便宜を供与するものとする。ただし、状況によ

りこれを応援組合に求めることができる。 
（経費の負担等） 
第 6 条 第 4 条各号に規定する応援に要する経費は、法令その他別段の定めある

ものを除くほか、次のとおりとする。 
（1） 応援に要した経費は、原則として応援要請組合が負担するものとする。 
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（2）応援組合は、応援要請組合が前項に規定する経費を支弁する暇がない場合

は一時立替支弁するものとする。 
（3）応援組合関係者が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場

合における災害補償は、応援組合の負担とする。ただし、被災地にて応急治療す

る場合の治療費は、応援要請組合の負担とする。 
（4）応援組合員が業務上第三者に損害を加えた場合において、その損害が応援

業務の従事中に生じたものについては、応援要請組合がその賠償の責に任ずる。 
2 前項の定めによりがたいときは、日水協の地震等緊急時対応の手引・全管連

の応急復旧工事対応マニュアルに準拠するとともに、両組合が協議して定める

ものとする。 
（協議） 
第 7 条 この協定書に定めのない事項で特に必要が生じた場合は、その都度協

議して定めるものとする。 
（摘要） 
第 8 条 この協定書は、平成 22 年 11 月 19 日から適用する。 
 
この協定書の成立を証するため本書 2 通を作成し、両組合がそれぞれ記名押

印のうえ各自その 1 通を保有するものとする。 
   
平成 22 年 11 月 19 日 
神奈川県管工事業協同組合 理事長   
 
三多摩管工事協同組合 理事長 
 
【関連資料】 
・応援派遣に係る水道施設等の応急措置の協力に関する協定・実施細目（89 頁） 
・災害時における応急給水及び復旧工事の協力に関する協定書、系統図、災害対

策計画（災害時応援受入体制編）（105 頁） 
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資料 17 
災害時における資材提供に関する協定書 

三多摩管工事協同組合（以下｢甲｣という）と東京管工機材商業協同組合（以下

「乙」という）は、地震、水害その他天災地変等の災害（以下「災害」という）

の発生により被災し、甲が東京都と締結している災害協定に基づき、協力要請を

受けた水道施設等の応急復旧に要する資材の供給協力に関し、本日次の通り合

意に達したので本協定を締結する。 
（目 的） 
第 1条 本協定は、災害の発生により被災した水道施設等の応急復旧について、

甲がこの協定を得て迅速に実施できるように必要な事項を定めることを目的 
とする。 
（供給協力の要請） 
第 2 条 1．甲は、災害の発生により被災した水道施設等の応急復旧に乙の取り

扱う資材が必要であると認めたときは、乙に対して当該資材（以下「本資材」と

いう）の供給について協力を要請することができる。 
2．甲が供給の要請をする本資材の主なものは乙（の組合員）が取り扱う本資材

とする。 
3．乙は甲の要請に全面的に協力するが、あくまで本協定は乙の供給義務を定め

たものではない。 
（要請の手続） 
第 3 条 甲は、前条の要請を行うときは、資材提供要請書を乙に提出するもの

とする。 
ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができる

ものとし後日速やかに資材提供要請書を乙に提出するものとする。 
（機材の運搬 引渡し） 
第4条 1．本資材の引渡し場所は、原則として甲の要望する場所への納入とし、

甲は直ちに検収を行うものとする。 
2．被災地への本資材の運搬は、甲または、甲の指定する者が行うものとする。 
（支 払） 
第 5 条 1．乙が提供した資材の価格及び運搬の協力を行った場合の経費（以下

「代金等」という）の支払い方法については、甲乙協議のうえ、決定するものと

する。 
2．甲が支払うべき資材の代金等は資材の供給及び搬出後、支払い方法及び時期

については甲乙協議の上、決定するものとする。 
（所有権の移転） 
第 6条 本資材の所有権は代金の完済をもって乙から甲に移転するものとする。
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ただし代金完済前であっても甲が他者に販売することを妨げない。 
（連絡責任者） 
第 7 条 甲及び乙は、情報の伝達を正確に行うため、連絡責任者を事務局長と

する。 
（協 議） 
第 8条  この協定書に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、

甲乙協議して決定するものとする。 
（有効期限） 
第 9 条 この協定は、平成 26 年 8 月 1 日からその効力を有するものとし、有効

期間は 1 年間とする。ただし、有効期間満了の日前 30 日までに甲乙いずれかの

申し出がない限り自動的に 1 年間継続するものとし、以後同様とする。 
 
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それ

ぞれ 1 通を保有するものとする。 
平成 26 年 7 月 28 日 
甲 三多摩管工事協同組合 理事長 
乙 東京管工機材商業協同組合 理事長 
 
 

災害時資材提供マニュアル 
 これは、三多摩管工事協同組合（以下甲という）と東京管工機材商業協同組合

（以下乙という）が締結した「災害時における資材提供に関する協定書」に基づ

き、東京で地震、水害等の災害が発生して東京都水道局より協力要請があった場

合、水道施設等の応急復旧に要する資材を提供し、また提供を受けるためのマニ

ュアルとして作成したものである。 
1．提供資材 
甲が東京都水道局より協力要請を受け、応急復旧作業を行うのに必要な資材

の内、乙組合員が取り扱う資材（本管を除く給水材料全般）とする。 
2．資材請求及び提供の手順 
「災害時資材提供フロー図」のとおりとする。 

3．資材請求者の確認 
乙組合員は、普段から取引のある者を除き、甲組合員であることの確認を、甲

が発行する「資材提供要請書」をもって行う。 
「資材提供要請書」には、工事場所、指示番号等必要事項を記入する。 
4．資材提供場所 
甲組合員及び乙組合員の協議とする。 
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「資材提供要請書」をもっておこなう取引の場合は、原則として甲組合員が引

き取りに行くこととし、誤納品を除き返品は行わない。 
5．納品書、受領書について 
納品書は甲組合員が保管し、「資材提供要請書」をもっておこなう取引の場合

は乙組合員がその都度受領書のコピーを甲に送付する。 
納品書、受領書の書式は特別なものは作らず、通常使用するものでよいが、受

領書には、工事店名、引き取り者名、車両番号、指示番号等を記載する。 
6．資材価格 
資材価格は、各資材店の価格を原則とする（局の単価ではない）。 

7．代金の支払い 
「資材提供要請書」をもって提供された資材の支払いは甲が行う。 
このため、乙組合員は、請求書に再度受領書コピーを添付して甲に提出するこ

ととする。 
請求締切日は原則として月末とするが、支払日は、東京都と甲との取り決めに

応じて行う。 
請求書には、引き取り工事店名、指示番号を記載する。 

8．緊急連絡先 
甲及び乙の緊急連絡先は、別添の通り（定期的に更新する）。 

9．その他 
本マニュアルは、甲、乙協議の上更新する。 

令和 2 年 7 月 28 日実施 
 
【関連資料】 
資料 1：災害時資材提供フロー図 
資料 2：災対工事要請書 
資料 3：資材提供要請書 
資料 4：緊急連絡網 
・多摩地区機材商一覧 
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資料 18 
災害時における復旧活動の応援協力に係わる覚書 

和歌山市管工事業協同組合（以下「甲」という。）と一般社団法人日本建設機

械レンタル協会和歌山支部（以下「乙」という。）は、地震、風水害、その他に

よる災害の発生時において、水道施設等の早期復旧を目指すため、応援協力に係

わる覚書を交わし、その活動に一層の充実が図れるよう、友愛的な精神に基づき   
協力的な体制を築くものとする。 
具体的には、大規模な災害が発生した場合における応援協力を迅速かつ円滑  

に遂行するため、甲の会員相互間で行う応急復旧活動について、甲に所属する会

員団体と乙の会員企業が全面的に協力するものとする。 
また、甲及び乙はその締結後、あらかじめ応援協力のための連絡体制を整え、

災害が発生した時は、速やかに情報を相互に連絡し合うものとする。 
この覚書の有効期限は、覚書締結の日から 1 年間とする。但し、期間満了の 1 

か月前までに甲、乙いずれからも申し出が無い場合は、協定期間を 1 年延長す

るものとし、以後についてもこの例によるものとする。 
この覚書成立を証するため、本書を 2 通作成し、記名捺印の上、各自 1 通を

保管する。 
平成 29 年 3 月 16 日 
甲 和歌山市管工事業協同組合  理事長 
乙 一般社団法人 日本建設機械レンタル協会和歌山支部 支部長 
 
 

災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 
和歌山市管工事業協同組合（以下「甲」という。）と一般社団法人日本建設機

械レンタル協会和歌山支部（以下「乙」という。）は、地震等の災害時における

レンタル機材の供給に関して、次の通り協定を締結する。 
（目的） 
第 1 条 この協定は、和歌山県内に地震災害、風水害等の災害が発生時、又は 
発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）に、乙が保有するバックホ

ー、トラック（クレーン付）、油圧ブレーカー、その他のレンタル機材（以下「機

材」という。）を甲に提供することについて定め、もって被害の拡大防止と被災

施設等の早期復旧を図ることを目的とする。 
（要請） 
第 2 条 甲は、災害時において被害の拡大が予想されると認めるときは、乙に

対し、乙の所有する供給が可能な機材の提供等を要請することができる。 
2 乙は、前項の協力に対応するため、機材の供給可能な体制を保持するよう努
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めるものとする。 
（要請の手続） 
第 3 条 甲は、前条の要請を行うときは、機材提供要請書（別紙）を乙に提出

するものとする。但し、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請する

ことが出来るものとし、後日速やかに機材提供要請書を乙に提出するものとす

る。 
（機材の運搬、引渡し） 
第 4 条 レンタル機材の引渡し場所、運搬経路は、甲、乙協議の上決定するも

のとし、引渡し場所までの機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。但し、

乙の運搬が困難な場合は、甲または甲の指定するものが行う事とする。 
2 乙は 、機材の運搬に当たり、道路の不通等により、提供及び運搬に支障が生

じた場合は、その対策について甲と協議するものとする。 
3 甲は、当該引渡場所に職員を派遣し、機材を確認のうえ引き取るものとする。 
4 甲は、前項による引取りを甲の指定する者に代行させることが出来る。 
（費用の負担） 
第 5 条 甲は、機材の提供及び運搬に必要な費用を負担するものとし、その額 
は、乙が通常賃貸している価格により算出した額とする。 
（協定の有効期間） 
第 6 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。但し、期間

満了の 1 か月前までに甲、乙いずれからも申し出がない場合は、協定期間を 1 年

間延長するものとし、以後についてもこの例によるものとする。 
（協議） 
第 7 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲、

乙協議のうえ決定するものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ、そ

れぞれ 1 通を保有するものとする。 
平成 29 年 3 月 16 日 
 甲 和歌山市管工事業協同組合 理事長 
 乙 一般社団法人 日本建設機械レンタル協会和歌山支部 支部長 
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災害発生時のレンタル機械調達体制 
〈現地よりの連絡の流れ〉 
和歌山市管工事業協同組合 

事務局 ○○○○、事業部 ○○○○ 
↓ 

（一社）日本建設機械レンタル協会和歌山支部 
○○○○㈱ （担当）○○○○ 
㈱○○○○ （担当）○○○○ 

↓ 
レンタル協会会員業者にてレンタル機調達 

↓ 
レンタル協会会員業者よりレンタル機械 出庫（貸出） 

↓ 
レンタル協会会員業者へレンタル機器 入庫（返却） 

↓ 
レンタル協会会員業者より和歌山市管工事業協同組合へ請求 
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資料 19 
災害復旧支援システム「ライフライン・ネット」 

災害備蓄品の提供に関する協定書（案） 
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【関連資料】 
・災害備蓄品提供要請書 
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資料 20 
平成２８年熊本地震における対応事例 

１．被害の概要と日本水道協会の対応 
平成 28 年４月 14・16 日に発生した平成 28 年熊本地震（震度７）では、九

州地方７県 34 市町村において約 446,000 戸の断水が発生した。発災後は、被災

した水道事業者の要請に対して、180 を超える全国の水道事業者等から給水タ

ンク車や人員が派遣され、応急給水・応急復旧活動を実施した。これらの応急復

旧活動により、７月 28 日に被災地全域で断水が解消した。 
２．厚生労働省水道課の応援要請に対する全管連の対応等 
厚生労働大臣から全管連会長や熊本県連会長に直接、「被災地域の水道施設の

早期復旧に管工事組合の協力は欠かせない。１日も早く現地に赴き協力願いた

い。」との強い要請を受け、九州ブロックの担当副会長及び熊本県連会長、大分

県連会長と調整し、水道施設の全面復旧に向けた応援体制をとることとなった。

４月 15 日には厚生労働省水道課より応急給水・応急復旧の活動協力依頼の要請

があり、翌 16 日には国土交通省より災害応急対策への協力要請があった。これ

により、４月 19 日には厚生労働大臣の直接要請を踏まえ、水道事業体に同行す

る形ではなく、全管連の７県支部17組合で応急復旧工事の応援隊を編成し順次、

熊本市管工事協同組合に派遣した。現地での活動は、熊本市上下水道事業管理者

の要請により同組合の指示のもとに応援隊の応急復旧活動が行われた。 
３．応援復旧工事の費用精算手続き 
熊本市管工事協同組合を通じて熊本市上下水道局との調整のうえ費用精算を

決定し、熊本市上下水道局から熊本市管工事協同組合へ、同組合から全管連への

ルートで応援隊を派遣した会員組合に諸費用を支払った。 
４．日本水道協会の会員水道事業体からの応援要請 
また、本会は水道施設の応急復旧について、厚生労働省並びに日本水道協会と

連携して対応を図ると共に、本会会員組合は各水道事業体と連携して応援準備

の体制をとった。４月 24 日に日本水道協会九州地方支部より日水協救援対策本

部に 38 班（１班９名程度）の応急復旧派遣の要請があり、同本部が各地方支部

長に派遣要請を行った。27 日には、さらに 20 班の追加派遣要請を行った。４月

26 日に全管連会館において対策会議を開催し、災害対策担当理事による現地視

察の報告を受け、厚生労働省の要請による全管連からの独自ルートに続き、今後

の応援体制として日水協ルートでの応援体制を原則とし、これに協力すること

とした。本会会員も水道事業体の要請に協力し漏水修繕等を行った。 
【関連資料】 
・大規模災害時の支援活動に関する協定、災害発生時の応援活動体制表 
（熊本県管工事業組合連合会） 
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資料 21 
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資料 22 
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【関連資料】 
・災害時における水道施設等の応援措置の協力に関する協定・実施細目（85 頁） 
・応援派遣に係る給水施設等の応急措置の協力に関する協定・実施細目（89 頁） 
・災害時相互応援に関する協定書（142 頁） 
・災害時における資材提供に関する協定書（144 頁） 
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様式１ 
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様式２ 
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様式 3-1 
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様式 3-2 
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様式４ 

災害復旧支援「工事請負費」総括明細書 

 

令和  年  月  日 

団 体 名 

代表者名            印 

復旧支援期間： 令和  年  月  日( )～  月  日( )    日間 

復旧支援隊人数：      名  (   )班  延べ   名 

費 用 科 目 項 目 内訳書 金 額 備 考 

１．滞在費用 宿泊費 １ 円 実費    ☆消費税は除く 

 食料費(弁当等) １ 円 実費    ☆消費税は除く 

 駐車場代 １ 円 実費    ☆消費税は除く 

２．補償関係費用 傷害保険加入費用 ２ 円 実費        ☆消費税は除く 

３．旅費交通費 交通費 ３ 円 実費    ☆消費税は除く 

 運搬費 ３ 円  

４．先遣調査隊費    円 実費(明細別紙)☆消費税は除く 

計（Ａ）   Ａ 円 諸経費率対象外 

５．人件費等 人件費 

 

円 土木一般世話役（公共工事設計

労務単価）＋諸手当 

   

 

円 特殊作業員（公共工事設計労務

単価)＋諸手当 

      

６．車両、機材等の費用 燃料費 ４ 円 実費    ☆消費税は除く 

 賃借料（リース料） ４ 円 実費        ☆消費税は除く 

 車両・資機材損料 ４ 円 (別紙) 物価版・積算資料による 

      

計（Ｂ）   Ｂ 円  

７．現場管理費（Ｃ）  Ｃ 円 国土交通省歩掛表の諸経費率    

Ｂ×現場管理費率 

８．一般管理費等（Ｄ）   Ｄ 円 国土交通省歩掛表の諸経費率    

(Ｂ+Ｃ)×一般管理費等率 

合 計（Ｅ）   Ｅ 円 Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ 

消費税相当額（Ｆ）  Ｆ 円 Ｅ×消費税率 

総合計  

 

円 Ｅ＋Ｆ 
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全国管工事業協同組合連合会  
救援対策本部 名簿 

（令和８年５月１日現在） 
 

会  長               藤川 幸造 （富山県連） 
総務担当副会長            和田  均 （栃木県連） 
技術担当副会長            穂刈 泰男 （愛知県連） 
災害対策委員長            星野  護 （東京都連） 
専務理事               粕谷 明博 （事 務 局） 

（必要に応じて会長が構成員を変更することができる） 
 
 
 

「災害時における復旧活動の応援協力に係わる覚書」 
締結団体・企業 

（令和８年５月１日現在） 
①建機メーカー・レンタル 
 ・㈱アクティオ 
 ・キャタピラージャパン（同） 
 ・コマツカスタマーサポート㈱ 
 ・西尾レントオール㈱ 
②水道資機材商社 
 ・㈱小泉 
 ・（一社）全国管工機材商業連合会（74 頁） 
 ・橋本総業㈱ 
 ・渡辺パイプ㈱ 
  



176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地震等緊急時における応急復旧工事対応マニュアル 
令和８年５月改訂 

 
平成22年１月18日 初 版 第１刷発行 

平成22年11月１日 初 版 第２刷発行 

平成25年３月29日 第２版 第１刷発行 

令和３年４月30日 第３版 第１刷発行 

令和８年５月１日 第４版 第１刷発行 

 
   発行所 全国管工事業協同組合連合会 
       〒170-0004 東京都豊島区北大塚 3-30-10（全管連会館２階） 
       電話 03-5981-8957 FAX03-5981-8958 
   印刷所 前田印刷（株）東京支店 
       電話 03-3269-6690 FAX03-3269-6685 


